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台東区民憲章 

      あしたへ 

 

江戸の昔、「花の雲  鐘は上野か  浅草か」と詠まれたわたくしたちの  

まち台東区には、磨き抜かれた匠の技や気さくで人情あふれる暮らしが、  

今もあちらこちらに息づいています。  

わたくしたちは、先人が築いてきた文化や環境を大切にして、伸びゆく  

住みよいまちを目指し、この憲章を定めます。  

 

 

たからものを うけつぎ こころゆたかな まちにします 

 

おもてなしの えがおで にぎやかな まちにします 

 

おもいやり ささえあい あたたかな まちにします 

 

みどりを いつくしみ さわやかな まちにします 

 

いきがいを はぐくんで すこやかな まちにします 

 

 

            （平成十八年十二月十四日 告示 第六百八十八号） 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

情報通信技術の目覚ましい発展、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を背景に社

会全体において、デジタル技術を活用して暮らし方や働き方を変革するデジタル・ト

ランスフォーメーションが急速に進んでいます。デジタル化の推進は、感染症拡大防

止と社会経済活動の両立という観点から、我が国の重要な取り組みの一つとなってい

ます。 

国においては、行政手続のオンライン化、地方自治体の基幹系情報システム標準化

など様々な施策を展開し、安全で安心して暮らせ、豊かさを実感できる強靭なデジタ

ル社会の実現を目指しています。また、デジタル社会形成基本法の制定や各省庁のデ

ジタル化の司令塔となるデジタル庁の設置が今後予定されており、デジタル化の流れ

はさらに加速することが見込まれます。 

情報化を取り巻く環境が大きく変化する中、本区においても、社会変革を捉えた行

政運営を推進していくために、従来の行政手続などを抜本的に見直し、区民ニーズ、

情報通信技術の最新動向などを的確に把握しながら、計画的にデジタル技術の導入・

活用に取り組んでいく必要があります。 

このたび、区では、「デジタル台東 ～デジタルの力で変革する台東区～」を基本理

念に掲げて、本区のデジタル・トランスフォーメーションの方向性を示し、令和 7年

度に向けた取り組みを明らかにした「台東区情報化推進計画」を策定しました。 

将来にわたって、区民の誰もが豊かで快適に暮らすことができ、すべての人がまち

の活力や魅力を感じられるよう、区の情報化施策を力強く展開してまいります。区民

の皆様をはじめ、関係各位のご理解とご協力を心からお願い申し上げます。 

結びに、本計画の策定にあたりまして、貴重なご意見をお寄せいただいた区民の皆

様に深く感謝申し上げます。 

令和 3年 3月 

 

台東区情報化推進計画 

策定にあたって 
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第 1章 計画の基本的考え方 



 

 

1．計画策定の趣旨 

社会全体のデジタル化の動きとして、インターネットやモバイル端末の普及により、デジ

タル技術を活用した新たなサービスなどが日々生まれ、それらは非常に身近になっています。 

デジタル技術により、業務やビジネススタイルを変革する「デジタル・トランスフォーメ

ーション（DX）1」は、民間企業だけでなく国や地方自治体においても重要性が高まっており、

デジタル技術を活用した区民サービスの向上や、行政事務の効率化、高度化を進めていく必

要があります。国は、令和 2年 12月に「デジタル社会の実現に向けた改革の基本方針」の公

表、「デジタル・ガバメント実行計画」の改定を行い、デジタル社会の目指すビジョンや具体

的な取り組みを示しています。また、自治体が取り組むべき事項などをとりまとめた「自治

体 DX 推進計画」が策定され、自治体の基幹系情報システム2の標準化や行政手続のオンライ

ン化推進などが示されており、デジタル化の基盤づくりが加速しています。 

これまで、区では平成 29年 3月に「台東区情報化推進計画」を策定し、「台東区基本構想」

に示された将来像を実現するために、各分野で実施する区の施策・事業を ICT3により下支え

するという考え方から情報化施策を着実に推進してきました。 

しかしながら、近年の ICT の急速な進展・普及、さらに新型コロナウイルス感染症の拡大

と、社会状況が大きく変化する中、区においても従来の行政サービスを抜本的に見直し、デ

ジタル化を進めることが求められています。 

そのため、時代に即した新しい情報化推進計画を策定して、区のデジタル・トランスフォ

ーメーションの方向性を示し、区民ニーズ、ICT の動向など最新の状況を絶えず把握しなが

ら、計画的にデジタル技術を導入・活用し、新たな日常に対応した区民サービス及び区役所

業務への変革を推進していきます。 

  

 

1 デジタル・トランスフォーメーション（DX：Digital Transformation）：「ICT の浸透が人々の生活をあらゆる

面でより良い方向に変化させる」ものとして、ウメオ大学（スウェーデン）のエリック・ストルターマン教授

が 2004 年に提唱した概念。 

2 基幹系情報システム：企業や官公庁で使用・保有するシステムのうち、業務の中核となる重要なシステムのこ

と。自治体では、主に住民情報を扱う住民記録、税、国民健康保険などに関するシステムを指す。 

3 ICT（Information and Communication Technology）：情報通信技術を意味し、情報や通信に関する様々な技術

やサービスなどの総称。 
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2．計画の背景 

1 社会を取り巻く変化 

ICTの進展や情報セキュリティ対策の高度化 

ICT の分野では、技術革新が急速に進んでいます。AI1や IoT2などデジタル技術を活用し

た革新的なシステム、サービスも次々と誕生しています。一方でそれらの技術やサービス

を不正に利用したセキュリティへの脅威も、日々高度化、巧妙化しています。 

区では、個人情報保護などを含めた情報セキュリティを確保しつつ、その技術やサービ

スの特性を見極め、区民サービスや行政運営への積極的な活用を進めていきます。 

 

近年注目されているデジタル技術 

 

  

 

1 AI（Artificial Intelligence）：言語や画像など大量のデータから、コンピュータが規則性やルールなどを学

習し、将来を予測し、結果を判定するなどの機能を持つ技術。 

2 IoT（Internet of Things）：コンピュータやスマートフォンなどの情報通信機器のみならず、家電・自動車・

建物や工場内の設備など、あらゆる物体（モノ）に通信機能を持たせて、インターネット接続や相互に通信し

て情報収集する技術。 

AI

大量データから、コンピュータが
規則性等を学習し、予測・結果
判定する等の機能を持つ技術

ＲＰＡ・ロボット

コンピュータ上で動作するロ
ボットや、産業等で作業の遠隔・
自動化に使用されている技術

5G

「超高速通信」「超低遅延通信」
「多数同時接続」などの特徴を
有する次世代移動通信システム

IoT

あらゆる物体（モノ）に通信機能
を持たせて、インターネット接続
等により情報収集する技術

ビッグデータ

様々な種類・形式やリアルタイム
性等を有する、従来技術では解
析等が難しい巨大なデータ群

ブロックチェーン

高い信頼性が求められる金融
取引などを可能にする、改ざん
耐性に優れた分散型台帳技術

ＸＲ

ＶＲ（仮想現実）・ＡＲ（拡張現
実）・ＭＲ（複合現実）等、様々な
体験を可能とする技術の総称

クラウド

インターネットなどを通じて、ソ
フトウェア・データなどを利用す
るサービスの形態



 

 

IPA（情報処理推進機構）が公開する「情報セキュリティ 10大脅威 2020」において、企

業や行政機関などの組織への脅威として、従来のサイバー攻撃の主流である「標的型攻撃に

よる機密情報の窃取」や、技術の進展に伴う「IoT 機器の不正利用」が挙げられています。 

最近では、サービス提供事業者が保有するシステム環境を利用するクラウドサービス1や

データセンターの利用増加に伴い、「予期せぬ IT基盤の障害に伴う業務停止」も、ICT-BCP2

の観点から脅威として挙げられています。令和元年 12月に、自治体向け IaaS3にシステム障

害が起こり、約 50 の自治体で住民向けの窓口サービスや業務システムに支障が発生し、復

旧に時間を要した事例もありました。このようにサービス管理元で予期せぬシステム障害な

どが発生し、広範囲かつ重大なサービス・業務停止を招くなどの被害が生じています。 

区においては、これらの動きを踏まえるとともに、先端技術の活用から、個人情報などの

情報資産の保護に取り組む必要があります。 

 

大規模震災、風水害などへの対応 

 今後、首都直下地震や南海トラフ巨大地震の発生が危惧されている中、直近 10 年を遡る

と、平成 23年の東日本大震災、平成 28年の熊本地震、平成 30年の北海道胆振東部地震と、

全国各地で最大震度 7の地震が発生しています。被災地の自治体において、庁舎の倒壊によ

る情報システムへの甚大な影響や、広範囲で通信が途絶するなどの被害が発生したことを受

け、ICT-BCP に基づく業務継続（情報システム・インフラ・住民などへの通信手段の維持、

重要な情報資産である住民データの確保など）が重要視されてきました。 

さらに近年、大規模な風水害も続いており、豪雨や河川氾濫などによる被害拡大の脅威も

高まっています。そうした中、ドローンを活用した被災状況の早期把握、多様な手段による

情報発信、出勤困難時におけるテレワークの実施などに取り組む自治体が増えています。 

 

1 クラウドサービス：従来は手元のコンピュータで利用していたソフトウェア・データなどを、インターネット

などを通じて利用するサービスの形態。 

2 ICT-BCP：情報システムや ICT の側面において、災害や事故を受けても、重要業務をなるべく中断させず、中断

してもできるだけ早急に復旧させるための計画。 

3 IaaS（Infrastructure as a Service）：自社でサーバーなどのハードウェアをもたずに、インターネット経由

で必要な時に必要なだけサーバーやストレージ、ネットワークリソースを利用することができるサービス。 
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区ではこれまで、災害情報システムの整備、防災アプリ「台東防災」の配信、避難所への

無料公衆無線 LANの整備など、ICTを活用した防災対策を進めてきましたが、より一層活用

を図り、行政サービスを確実に継続することが重要となっています。 

 

新型コロナウイルス感染拡大防止 

令和元年末頃から発生が確認された新型コロナウイルス感染症は、その後、世界的に流行

し、現在もなお、感染拡大が続いています。国は、感染拡大防止のため徹底した「行動変容」

の重要性を訴え、手洗いや身体的距離の確保といった感染対策の実施や、「３つの密」を避

けることなどを呼びかけるとともに、令和 2年 5月に新型コロナウイルスを想定した「新し

い生活様式」を公表しました。また、東京都も同月に「新型コロナウイルス感染症を乗り越

えるためのロードマップ」を策定し、日常生活におけるキャッシュレス決済やオンライン活

用による接触機会の低減、テレワーク・オンライン会議・はんこレスなどの推進による働き

方の改革など、「新しい日常」の実践を呼びかけています。 

  

 出典：東京都「新型コロナウイルス感染症を乗り越えるためのロードマップ  

 ～「新しい日常」が定着した社会の構築に向けて～」 



 

 

こうした中、区では令和 2年 6月に「台東区新型コロナウイルス感染症拡大防止ガイドラ

イン」を策定し、感染拡大防止に全力で取り組んでいます。また、行政手続のオンライン化

やキャッシュレス決済の一層の推進、さらには働き方改革に向けた取り組みを加速させてい

ます。 

 

ICTを活用した柔軟な働き方の推進 

国は、平成 29年に「働き方改革実行計画」を閣議決定し、平成 31年には「働き方改革を

推進するための関係法律の整備に関する法律」を施行しており、多様な人材が個々の事情に

応じて働き方を選択できる社会を実現する「働き方改革」の推進を呼びかけています。  

また、平成 29 年より「テレワーク・デイズ」を実施しており、企業や官公庁など様々な

団体に向けて、テレワークの積極的な活用を呼びかけています。 

新型コロナウイルス感染症拡大防止策としても、在宅勤務などのテレワークや時差出勤

の積極的な活用が要請されるなど、ICTを活用したリモート・サービスのニーズが高まって

おり、企業や官公庁におけるテレワーク浸透の動きが加速しています。 

区としても、ICTを活用して、ワーク・ライフ・バランスに配慮した、職員一人ひとりが

働きやすい環境や、非常時にも業務を継続できる環境の整備を一層進める必要があります。 

 

デジタル・トランスフォーメーション（DX）の進展  

ICTの急速な発展を背景に、社会全体においてデジタル・トランスフォーメーション（DX）

が進んでいます。平成 30年版情報通信白書では、デジタル・トランスフォーメーションは

段階を経て社会に浸透し、大きな影響を及ぼすとしています。例えば、IoT 機器から収集し

たデータを活用した新たなサービスの展開、AIやロボットなどの自動化技術を活用した異

業種との連携、シェアリングサービスの普及など、産業構造そのものが大きく変化してい

きます。このように、特定の分野において最適化されていたシステムや制度などが円滑に

繫がり、相互に良い影響を及ぼす社会へと変わっていくことが予想されます。 
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デジタル・トランスフォーメーションにより実現する社会像 

 

 

 

 

 

 

 出典：総務省「平成 30 年版 情報通信白書」 

 

また、国が令和 2 年 12月に策定した「自治体 DX推進計画」では、行政手続のオンライ

ン化や、BPR1の取り組みの徹底（書面規制・押印・対面規制の見直し）など、自治体にお

いてもデジタル技術の活用を前提としたデジタル・トランスフォーメーションを推進して

いくことが示されています。 

 

SDGｓ（持続可能な開発目標） 

平成 27年 9月の国連サミットで採択された「持続可能な開発のための 2030アジェンダ」

において、わが国など先進国を含む国際社会全体の開発目標として、2030 年を期限とする

「持続可能な開発目標（SDGs）」が位置づけられました。  

SDGsでは、持続可能な世界を実現するために、「エネルギーをみんなに そしてクリーン

に」や「つくる責任 つかう責任」のほか、「産業と技術革新の基盤をつくろう」など 17の

目標と、具体的に達成すべき 169 のターゲットを設定し、地球上の誰一人として取り残さ

ないことを誓っています。 

国は、「SDGs実施指針」において、「あらゆる人々が活躍する社会・ジェンダー平等の実

現」や「成長市場の創出、地域活性化、科学技術イノベーション」など、特に注力すべき 

 

1 BPR（Business Process Re-engineering）：既存の組織や業務のあり方を根本的に見直し、組織構造、プロセ

ス、情報基盤などを再設計・再構築する改革手法。 



 

 

8つの優先課題を定め、具体的な取り組みとして「働き方改革の着実な実施」や「未来志向

の社会づくり」などが示されています。 

区においても、本計画でこれらに関連する取り組みを定め、計画の着実な推進を図るこ

とで、SDGsの達成につなげていきます。 

 

 

  

17の持続可能な開発目標
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2 国や東京都における行政のデジタル化の動向 

デジタル・ガバメントの推進 

国は、令和 2 年 7 月に「世界最先端デジタル国家創造宣言・官民データ活用推進基本計

画」の変更を閣議決定しました。「世界最先端デジタル国家創造宣言」においては、「国民が

安全で安心して暮らせ、豊かさを実感できる強靱なデジタル社会の実現」を基本的考え方と

し、新型コロナウイルス感染症の影響による社会経済活動の変化を捉え、感染拡大の阻止、

デジタル強靱化社会の実現を掲げています。 

「Society5.01」時代にふさわしいデジタル化として、「国民の利便性を飛躍的に向上させ、

国・地方・民間の効率化を徹底」と「データを新たな資源として活用し、全ての国民が不安

なくデジタル化の恩恵を享受」の 2 つを掲げるとともに、デジタル社会に対応したデジタ

ル・ガバメント2の推進などが重点取り組みとして挙げられています。 

Society5.0 で実現する社会 

 

 出典：内閣府ホームページ「Society5.0」 

 

1 Society5.0：「第 5 期科学技術基本計画」（平成 28 年１月 22 日閣議決定）において我が国が目指すべき未来社

会の姿として提唱された、狩猟社会（Society1.0）、農耕社会（Society2.0）、工業社会（Society3.0）、情報社

会（Society4.0）に続く、サイバー空間（仮想空間）とフィジカル空間（現実空間）を高度に融合させたシス

テムにより、経済発展と社会的課題の解決を両立する、人間中心の社会を指す。 

2 デジタル・ガバメント：デジタル技術の徹底活用と官民協働を軸として、全体最適を妨げる行政機関の縦割り

や、国と地方、官民という枠を超えて行政サービスを見直し、行政の在り方そのものを変革していくこと。 



 

 

「官民データ活用推進基本計画」においては、国と地方公共団体間の施策について、一定

の整合性を確保し、官民データを円滑に利活用することが必要不可欠であるとされています。

また、「官民データ活用推進基本法」により、市町村も官民データ活用の推進に関する施策

の基本的な計画の策定に努めることと定められています。そのため、区においても、「官民

データ活用推進基本法」に基本的施策として示されている「5つの柱」に対応した施策を定

め、デジタル技術・データの利活用や EBPM1を推進し、区民が安全で安心して暮らせる社会

及び快適な生活環境の実現に寄与することが必要です。 

また、国は令和 2 年 12 月に「デジタル社会の実現に向けた改革の基本方針」を公表し、

「誰一人取り残さない、人に優しいデジタル化」に向けて、デジタル社会形成に向けた基本

原則、IT基本法の見直しの考え方などを示しました。併せて、「デジタル・ガバメント実行

計画」が改定され、デジタル・ガバメント実現のための基盤整備、行政手続のデジタル化、

ワンストップサービスの推進などに取り組むことが示されています。 

さらに、自治体が取り組むべき事項などをとりまとめた「自治体 DX 推進計画」が令和 2

年 12 月に策定され、重点取組事項として、情報システムの標準化・共通化、行政手続のオ

ンライン化、AI・RPA2の利用推進などが挙げられています。今後は同計画を踏まえた手順書

の公表も予定されており、国と地方自治体が一体となったデジタル・ガバメントの推進が加

速していくことが見込まれます。 

 

スマート自治体への転換 

自治体における将来の課題と対応策を検討するため、国では、平成 29 年に「自治体戦略

2040 構想研究会3」を立ち上げました。研究会の報告書では、将来的な労働力の不足を踏ま

え、AI、ロボットなどを使いこなすとともに、各自治体が運用するシステム及び様式・帳票、 

 

1 EBPM （Evidence Based Policy Making）：官民データの活用により得られた統計や業務データなどの客観的な

証拠に基づき、政策や施策の企画及び立案が行われること。 

2 RPA（Robotic Process Automation）：人がコンピュータを操作して行う作業を、ソフトウェアが自動で代行す

るツールで、コンピュータ上で動作するロボット。 

3 自治体戦略 2040 構想研究会：我が国が今後、本格的な人口減少と高齢化を迎える中、多様な自治体行政の展開

により社会構造の変化への強靱性を向上させる観点から、老年人口（65 歳以上）が最大となる 2040 年頃の自

治体が抱える行政課題を整理し、対応策を検討することを目的に設置された研究会。 
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業務プロセスなどの標準化・共通化を進めることによる「スマート自治体」への転換が必

要であるとされています。 

また、本報告を受けて、「地方自治体における業務プロセス・システムの標準化及び AI・

ロボティクスの活用に関する研究会（スマート自治体研究会）」が令和元年 5 月に出した報

告書では、スマート自治体の目指す姿として、人口減少が深刻化しても、自治体が持続可能

な形で行政サービスを提供し続け、住民福祉の水準を維持すること、職員は職員でなければ

できない、より価値のある業務に注力することなどが掲げられています。 

区においても、最新のデジタル技術などを活用しながら、行政サービスや業務・事務のあ

り方を見直していく必要があります。 

 

マイナンバーカードのさらなる利用拡大 

社会保障・税番号制度の導入に伴い、平成 28 年 1 月に、マイナンバーカード（個人番号

カード）の交付が開始されました。国では令和元年 6月に「マイナンバーカードの普及とマ

イナンバーの利活用の促進に関する方針」を定め、さらなる利便性向上に向けたマイナンバ

ーカードの利活用の促進を図っています。最近では、納税手続のデジタル化（年末調整・確

定申告手続に必要な情報の自動入力）に加え、今後、健康保険証としての利用も予定されて

います。さらに、運転免許証との一体化や金融機関口座の紐づけの検討も進んでおり、公共、

民間サービスのさらなる利便性向上が期待できます。 

区においても、マイナンバーカードを使った各種証明書のコンビニ交付サービス1の提供

や、マイナポータル上での児童手当の現況届の電子申請など、マイナンバー制度を活用した

区民サービスの向上に取り組んでいます。 

 

東京都におけるデジタル化の動向 

東京都では、都民サービスの持続的向上に向けた効率的・効果的な政策の実現に向け、日 

 

1 コンビニ交付サービス：マイナンバーカードを利用して区市町村が発行する証明書（住民票の写し、印鑑登録

証明書等）が全国のコンビニエンスストア等のキオスク端末（マルチコピー機）から取得できるサービス。 



 

 

進月歩で発展する最新の ICT 利活用を推し進めるため、平成 29 年 12 月に、「東京都 ICT

戦略」を策定し、ICT施策の展開を示しています。 

令和元年 12月には、東京の未来を切り拓く長期的な羅針盤となる長期戦略として「『未来

の東京』戦略ビジョン」を策定しました。ビジョンでは、2030年に向けた戦略として、「ス

マート東京・TOKYO Data Highway 戦略」及び「新たな都政改革戦略」を掲げ、ICTを活用し

た行政のデジタル・トランスフォーメーションを強力に推進し、東京版 Society5.0 である

「スマート東京」の実現を目指しています。 

両戦略に共通するプロジェクトとして、「都庁デジタルガバメントプロジェクト」があり

ます。同プロジェクトでは、国や区市町村、民間企業などを含めたデジタル連携を進めるこ

とによる都民サービスの飛躍的な向上と都庁の機能強化の実現や、先端技術を活用した業務

改革の徹底、デジタル化推進による生産性・効率性の高いスマート都庁の実現を目指してい

ます。それらの実現に向けて、行政手続のデジタル化などによる「デジタルシフト」や、都

庁や民間が保有するデータの活用・公開などによる「オープンガバメント」などに取り組ん

でいます。 
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3．区の現状と課題 

区における情報化の取り組み 

本計画の策定にあたり実施した、情報化に関する区民アンケート調査では、インターネッ

トの利用率は 87.7％と、平成 28年度調査時の 84.7％から増加しています。また、スマート

フォンの保有率は前回調査時の 72.6％に対して 90.3％となり、タブレット型端末の保有率

は前回調査時の 38.4％に対し 52.0％と大きく増加しており、引き続きインターネットの利

用や通信端末の普及拡大は続いていると言えます。 

区では、平成 28年度から令和 2年度の 5年間における前情報化推進計画の期間において、

電子申請対象手続数の拡大や公衆無線 LAN 環境整備、学校の情報化・ICT 環境の整備など、

ICTを活用して、区民サービスの向上を図ってきました。また、タブレット型端末の導入に

よるペーパーレス化の推進、保管・保存文書の電子化、電子決裁の利用促進など、行政運営

の効率化・高度化に取り組んでいます。さらに、情報システムのクラウド化の推進など、シ

ステム基盤の強化・最適化を行い、区の情報化を着実に推進しています。 

加えて、令和 2年度には、新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、区公式ホームページ上

にて AIチャットボット1を導入し、区民からの相談に 24時間対応しています。併せて、Web

会議システムを活用した相談業務などの実施や RPAの導入推進、さらには窓口でのキャッシ

ュレス決済の導入を進めています。 

 

 

1 AI チャットボット：「チャット」と「ロボット」を組み合わせた造語で、人工知能を活用した「自動会話プロ

グラム」のこと。 



 

 

区における情報化の課題 

新型コロナウイルス感染症拡大という社会状況の大きな変化に伴い、質の高い区民サービ

スを提供していくために、区役所業務の変革に一層のスピード感が求められています。 

情報化に関する区民アンケート調査では、電子申請を「利用したことがある」「今後利用

してみたい」という回答が 75.2％であり、キャッシュレス決済を「利用したいと思う」とい

う回答が 76.3％となっており、区における電子申請やキャッシュレス決済への要望は高く、

さらなる充実が求められています。 

また、最先端の ICT や官民が保有するデータを活用して、区民サービスの向上や行政運営

の効率化に向けて、さらなる取り組みを続けていく必要があります。 

区の情報化を進めるうえでは、情報通信技術の活用機会や活用能力の違いによる情報格差

を解消していくことも重要となります。 

さらに、クラウド技術や情報セキュリティの脅威に適切に対応した、効率的で安全なシス

テム環境の整備や、ICT-BCP の策定、ICT 活用の目的を正しく理解し使いこなす職員の ICT

リテラシー1の向上も課題となっています。 

  

 

1 ICT リテラシー：情報通信技術（ICT）を適切に活用する基礎的な知識や技能のこと。 
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4．計画の基本理念と基本目標 

計画の基本理念 デジタル台東～デジタルの力で変革する台東区～ 

ICTやデジタル技術の革新、デジタル・トランスフォーメーションの進展など、社会全体

でデジタル化が進行しています。 

また、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け、対面を前提としないサービス再構築

の必要性や、出勤困難時における行政サービスの継続など、社会状況の大きな変化の中で新

たなニーズや課題が発生し、デジタル技術を活用したサービスの改革が求められています。 

自治体についても、様々な場面において、AI やロボットなどが人に代わり業務・サービ

スを提供することで、より価値のある業務に人が注力できる「スマート自治体」への転換が

求められています。また、その動きを支える基盤・環境の整備として、国によるシステム・

業務プロセス等の標準化・共通化が推し進められています。 

区においても、社会全体のデジタル化による変革の動きや、国や東京都の動向をとらえな

がら、多様化する区民ニーズや行政運営上の課題に対応する必要があります。そこで、これ

までの情報化の取り組みをさらに発展させるべく、計画の基本理念として「デジタル台東 

～デジタルの力で変革する台東区～」を掲げ、区民サービス、行政運営、システム環境の観

点から、3つの基本目標を設定し、区のデジタル・トランスフォーメーションに取り組みま

す。将来にわたって区民誰もが豊かで快適に暮らすことができ、すべての人がまちの活力や

魅力を感じられるよう、デジタルの力で台東区を変革していきます。 

 

基本目標１
新たな日常・生活に対応する
区民サービスの提供

行政運営の効率化・高度化
に向けたデジタル化

デジタル化を支える
システム・体制等の基盤強化

基本目標２ 基本目標３

基本理念

デジタル台東
～デジタルの力で変革する台東区～



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

台東区のデジタル・トランスフォーメーション 

① 【デジタル化を前提とした区民サービスの抜本的見直し】 

社会のデジタル化、新たな日常への対応などを踏まえ、デジタル化を前提に

区民サービスを抜本的に見直し、利便性の向上を実現します。 

② 【デジタル技術を最大限活用した区の業務の抜本的見直し】 

従来の業務を見直し、ロボットの導入によって人的資源を有効活用するな

ど、デジタル技術を最大限活用して行政運営のさらなる効率化を実現しま

す。 

③ 【サービス・業務の抜本的見直しを支える最適なシステム環境の整備】 

国の動向を注視しつつ、区のシステム環境を最適化するとともに、情報セキ

ュリティ対策を万全に講じて、システムの安定稼働を実現します。 
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基本目標１：新たな日常・生活に対応する区民サービスの提供 

新型コロナウイルス感染症の拡大により、新たな日常に対応すべく、窓口業務などで接触

機会の低減や混雑の緩和がより一層求められています。 

そこで、デジタル行政窓口の整備やキャッシュレス決済の導入を進め、将来的には区役所

に出向くことなく必要な手続を完結できるよう、行政手続のオンライン化の拡大を進めます。 

また、区が保有する様々なデータをオープンデータとして公開し、二次利用できる環境づ

くりを進めるとともに、区民・団体・企業などと連携しオープンデータを有効活用すること

で、地域課題の解決を図ります。 

さらに、多様な ICT チャネルや AI などを活用して、時代に即した情報提供のさらなる高

度化を目指します。 

教育、健康、防災、産業、文化、観光などの各分野においても、最先端の ICTを活用して

効果的に施策を展開することで、区民サービスの向上をデジタル化の側面から支えていきま

す。 

実現イメージ 

⚫ 行政手続のオンライン化により、区民や企業が場所や時間を問わず、行政サービスが

受けられるようになっている。 

⚫ オープンデータの利活用により、多様な主体との協働や地域課題の解決が促進されて

いる。 

⚫ 双方向型での区政情報の発信・提供により、区民一人ひとりに最適化した行政サービ

スが提供されている。 

⚫ ICT教育環境の充実により、児童・生徒の情報活用能力が向上している。 

⚫ IoTやロボットなどの活用により、健康で安全・安心な暮らしの実現に寄与している。 

⚫ デジタル技術の活用により、まちのさらなる活性化や魅力発信に寄与している。 

  



 

 

基本目標２：行政運営の効率化・高度化に向けたデジタル化 

多様化する区民ニーズに迅速かつ的確に対応し続けるためには、今後一層、区の行政運営

にデジタル技術を取り入れていく必要があります。AI や RPA などを積極的に活用し、職員

はより付加価値の高い業務へ注力できるよう、業務の自動化、効率化を進めます。 

また、従来型の業務プロセスの見直しや、ペーパーレス、はんこレスなど、これまでの仕

事のやり方を根本から刷新する業務改革の取り組みを進めます。 

さらに、大規模な地震、風水害などが発生した場合の業務継続性を確保するとともに、平

時においても職員一人ひとりが能力を最大限発揮し職務が遂行できるよう、ICTを活用して

働き方改革の実現を目指します。 

実現イメージ 

⚫ デジタル技術の活用による業務の自動化・効率化が図られ、職員はより付加価値の高

い業務に従事している。 

⚫ ペーパーレスや電子決裁の推進により、行政事務が紙媒体中心から電子媒体中心へ移

行している。 

⚫ 柔軟な働き方を実現する ICT環境が整備されており、非常時においても区役所業務が

継続できるようになっている。 
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基本目標３：デジタル化を支えるシステム・体制等の基盤強化 

情報通信機器を利用していない区民への配慮とともに、情報アクセシビリティ1の観点な

どデジタル・ディバイド2を解消するための取り組みを引き続き進めます。 

また、職員の ICT教育の充実を図り、ICTに関する知識習得に加えて、それらを活用して、

新たな政策立案につなげていきます。 

情報セキュリティに関して、最新の動向を収集して適切な対策を講じることで、システム・

人材両面において、強化を図ります。 

加えて、国や他自治体の動向などを把握し、業務やシステムの標準化、今後のクラウド活

用について検討するとともに、引き続きシステム基盤のコスト適正化・高度化を推進します。 

実現イメージ 

⚫ 障害の有無や年齢、言葉の壁を越え、誰もが ICTを活用して必要な情報を入手できて

いる。 

⚫ 最新のセキュリティ技術の活用や職員の ICTリテラシー向上により、区のデジタル化

が着実に推進されている。 

⚫ システムのコスト適正化・高度化により、最適な情報システム環境の整備が進んでい

る。 

 

5．計画の位置づけ 

区では、区政運営の最高指針である「台東区基本構想」のもと、長期的な指針となる「台東

区長期総合計画」、具体的な取り組みを示した「台東区行政計画」を策定しています。 

「情報化推進計画」は、「長期総合計画」「行政計画」や個別の計画と連携を取りながら、区 

 

1 情報アクセシビリティ：情報の受け取りやすさ・利用しやすさを意味し、多くの人々が不自由なく情報を得ら

れるようにすること。 

2 デジタル・ディバイド（Digital Divide）：情報通信技術の活用機会や活用能力の有無によって生じる格差のこ

と。情報格差ともいう。 



 

 

の情報化を進めるうえでのビジョンを示すとともに、その実現に向けた具体的な施策、取

り組みを示しています。 

さらに、官民データの活用を総合的かつ効果的に推進するため、官民データ活用推進基本

法（平成 28年法律第 103 号）第 9条に規定する「市町村官民データ活用推進計画」として位

置づけます。 

情報化推進計画の位置づけ 

 

 

6．計画の期間 

計画期間は、令和 3 年度から令和 7 年度の 5 年間とします。なお、社会経済状況や情報通

信技術の著しい変化があった場合は、必要に応じて見直しを行います。  

関連計画

台東区基本構想

台東区長期総合計画

台東区行政計画

連携

官民データ活用推進基本法（平成28年法律第103号）第9条に規定する、市町村官民データ
活用推進計画として位置づける

台東区
産業振興計画

台東区
観光振興計画

台東区
環境基本計画

台東区
次世代育成
支援計画

台東区
介護保険事業

計画

台東区
高齢者保健
福祉計画

連携

など

連携

台東区情報化推進計画
（令和3年度～令和7年度）



 

 

 

 

 

 

 

 

   

1．計画の体系 

2．施策の具体的内容 

3．計画の推進に向けて 

第 2章 計画の内容 



 

 

1．計画の体系 

本計画では、基本理念のもと 3つの基本目標、16の施策、35の取り組みを設定し区の情報

化を進めます。また、基本目標の実現に向けて着実に取り組みを進めるために、重点的に実

施する施策（重点施策）や計画のロードマップを設定するとともに、目標の達成度を測るた

めの「重要業績評価指標（KPI）」を各施策に設定します。 

重点的に実施する施策（重点施策） 

デジタル技術の急速な発展や新型コロナウイルス感染症拡大に伴う社会状況の大きな変

化などの新たな時代の要請に対応すべく、本計画の 16 施策のうち、以下のとおり重点的に

実施する施策（重点施策）を設定し、その達成に特に注力します。重点施策への注力により、

各基本目標の実現に大きく近づくとともに、他の施策にも波及効果を及ぼすことが見込まれ

ます。 

 

  

各基本目標における重点施策 

・基本目標 1：施策 1・3・5 

新たな日常に対応するため、区民の来庁・接触機会の低減を図る施策である。加え

て、申請や問い合わせのデジタル化などにより、行政運営の効率化・高度化を加速さ

せることが見込まれる。 

・基本目標 2：施策 9・10 

行政事務の効率化を支える電子媒体中心業務へのシフトや、高度化に向けた AI・RPA

の活用を推進する施策である。また、職員がより高付加価値な業務に注力し、区民サ

ービスのさらなる向上に寄与することが見込まれる。 

・基本目標 3：施策 15・16 

社会変化や技術の進展に伴い高度化・巧妙化するセキュリティへの脅威に対応した

情報セキュリティの確保や、国の動向等を踏まえたシステム基盤の最適化・高度化に

より、基本目標 1・2の各施策を下支えする施策である。 



第 2章 計画の内容 

 

重点的に実施する施策（重点施策） 

 

 

計画のロードマップ 

本計画では施策、取り組みをロードマップ化（25頁「計画の体系・ロードマップ」参照）

し、基本目標ごとに計画期間終了時の実現イメージを示すとともに、さらに 2030年の姿を

描き、本計画の取り組みが約 10年後（2030年）の台東区へと続いていく長期的な視点も示

しています。2030年の姿をしっかりと見据えたうえで、そこに向けて着実に情報化を推進

することとします。 

また、新型コロナウイルス感染症の拡大により、区民生活と区内経済は極めて深刻な影

響を受けている中、区はこれまで、当面の区政運営にあたって優先度の高い事業に重点的

に取り組むとともに、事業の見直しを行ってきました。 

そのため、本計画の施策や取り組みについては、新型コロナウイルス感染症が区民生活

に与える影響や、感染リスク、今後の区財政への影響を考慮し、指標や内容を設定してい

ます。感染防止対策を十分に行いながら、本計画の施策や取り組みを実施します。 

  

基本
目標1

新
た
な
日
常
・
生
活
に
対
応
す
る

区
民
サ
ー
ビ
ス
の
提
供

マイナンバカー
ドの普及促進

施策
2

行政データの利活
用推進

施策
4

まちの活性化や
魅力の発信

施策
8

ICT教育環境の
整備

施策
6

健康で安全・安心
な暮らしの実現

施策
7

職員の高付加価値
業務への注力に
よるさらなる
サービス向上

デジタル化による
効率化・高度化の

加速

サービスを踏まえた

システム等の最適化

行政運営を踏まえた

システム等の最適化

システム等の
最適化による下支え

システム等の
最適化による下支え

基本
目標3

デ
ジ
タ
ル
化
を
支
え
る

シ
ス
テ
ム
・
体
制
等
の
基
盤
強
化

デジタル・ディバイド対策
施策
13

ICTリテラシーの向上
施策
14

システム基盤の最適化・高度化
施策
16

基本
目標2

行
政
運
営
の
効
率
化
・

高
度
化
に
向
け
た
デ
ジ
タ
ル
化

データを活用した区政運営
施策
11

テレワーク環境の整備
施策
12

区役所業務のデジタルシフト
施策
9

AI・RPAの活用
施策
10

デジタル行政
窓口の整備

施策
1

キャッシュレス
決済の推進

施策
3

時代に即した
情報発信・提供

施策
5

セキュリティ対策の強化
施策
15



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



第 2章 計画の内容 

 

 

1 待たずに申請できるスマート窓口の環境整備

2 書かずに申請できるスマート窓口の環境整備

3 来庁機会の削減に向けた環境整備

2 マイナンバーカードの普及促進 4 マイナンバーカードやマイナポータルを活用した行政サービスの提供

3 キャッシュレス決済の推進（◆） 5 行政サービスにおけるキャッシュレス決済の推進

6 オープンデータの拡充

7 「アイデアソン」によるオープンデータ利活用の推進

8 ICTを活用した情報発信・問い合わせ対応

9 ICTを活用した情報提供の高度化

10 ICT教育環境を活用した個別最適化された学習指導

11 プログラミング教育の推進

12 校務の情報化

13 IoT・センサーによる高齢者の遠隔見守り

14 デジタル技術活用による健康づくり支援

15 高齢者支援へのロボット活用

16 デジタル技術を活用した迅速な防災情報の発信

17 デジタル技術を活用した区内中小企業のビジネススタイル転換・利便性向上の支援

18 区内中小企業におけるデジタル技術に関する知識の普及啓発

19 デジタル技術の活用による文化・観光のさらなる魅力発信

20 BPRによる業務改革

21 電子決裁・はんこレスの推進

22 汎用業務へのAIの活用

23 判定業務へのAIの活用

24 分析・予測業務へのAIの活用

25 ICTを活用した問い合わせ対応の効率化

26 RPAによる業務の自動化・効率化

11 データを活用した区政運営 27 先端技術などによるデータ活用推進

12 テレワーク環境の整備 28 ネットワーク等の整備と職員への教育
柔軟な働き方を実現するICT環境が整備されており、非常時
においても区役所業務が継続できるようになっている。

29 多様な利用者に配慮した情報格差の解消

30 情報アクセシビリティの向上

31 職員へのICT研修・啓発

32 先端技術などのICTトレンドの把握

33 最新技術を活用したセキュリティ対策

34 職員への情報セキュリティ研修・啓発

16 システム基盤の最適化・高度化（◆） 35 効率的かつ効果的なシステムの安定稼働
システムのコスト適正化・高度化により、最適な情報システム
環境の整備が進んでいる。

計画の体系・ロードマップ 

・行政事務全般でデジタル化が進
み、効率性が向上するとともに、職
員はより付加価値の高い行政サー
ビスを生み出すなど、生産性の向上
が図られている。

・対面でのやりとりを必要としない
行政サービスの提供や、場所を問わ
ない柔軟な働き方への移行により、
持続可能な行政運営が実現されて
いる。

10 AI・RPAの活用（◆）
デジタル技術の活用による業務の自動化・効率化が図られ、
職員はより付加価値の高い業務に従事している。

【基本目標2】
行政運営の効率化・
高度化に向けたデジ
タル化

9 区役所業務のデジタルシフト（◆）
ペーパーレスや電子決裁の推進により、行政事務が紙媒体中
心から電子媒体中心へ移行している。

【基本目標1】
新たな日常・生活に
対応する区民サービ
スの提供

1 デジタル行政窓口の整備(◆）

行政手続のオンライン化により、区民や企業が場所や時間を
問わず、行政サービスが受けられるようになっている。

健康で安全・安心な暮らしの実現
IoTやロボットなどの活用により、健康で安全・安心な暮らし
の実現に寄与している。

8

【基本目標3】
デジタル化を支える
システム・体制等の基
盤強化

13 デジタル・ディバイド対策
障害の有無や年齢、言葉の壁を越え、誰もがICTを活用して
必要な情報を入手できている。

・区民をはじめ、職員においても、
ICTリテラシーの向上が一層進み、
区民に寄り添った、区のデジタル化
が実現している。

・さらなるデジタル化を支えるため
のインフラ整備、高度なセキュリ
ティ確保など社会基盤の整備が実
現している。

14 ICTリテラシーの向上

最新のセキュリティ技術の活用や職員のICTリテラシー向上
により、区のデジタル化が着実に推進されている。

15 セキュリティ対策の強化（◆）

基本目標 施策
（◆付は重点施策）

取り組み
本計画終了時（令和7年度・2025年）

実現イメージ

次期計画（2026～2030年）
社会情勢、国や東京都の動向
を捉え、実現イメージを構想

ICT教育環境の充実により、児童・生徒の情報活用能力が向
上している。

7

まちの活性化や魅力の発信
デジタル技術の活用により、まちのさらなる活性化や魅力発
信に寄与している。

・行政手続のオンライン化がさらに
進展し、接触機会の低減や利便性が
飛躍的に向上している。

・区民や事業者などは、場所や時間
を問わず、ワンスオンリー・ワンス
トップで手続を完了できている。

・様々な分野において、データや先
端技術の利活用が浸透しており、区
民生活のさらなる質の向上が実現
している。

4 行政データの利活用推進
オープンデータの利活用により、多様な主体との協働や地域
課題の解決が促進されている。

5 時代に即した情報発信・提供（◆）
双方向型での区政情報の発信・提供により、区民一人ひとり
に最適化した行政サービスが提供されている。

6 ICT教育環境の整備

令和3～7年度

【凡例】

実施・運用 推進・充実



 

 

施策・取り組み一覧 

              

  

 

掲載頁

【取り組み１】　待たずに申請できるスマート窓口の環境整備 ２９

【取り組み２】　書かずに申請できるスマート窓口の環境整備 ２９

【取り組み３】　来庁機会の削減に向けた環境整備 ２９

【取り組み４】　マイナンバーカードやマイナポータルを活用した行政サービスの提供 ３１

【取り組み５】　行政サービスにおけるキャッシュレス決済の推進 ３３

【取り組み６】　オープンデータの拡充 ３４

【取り組み７】　「アイデアソン」によるオープンデータ利活用の推進 ３５

【取り組み８】　ICTを活用した情報発信・問い合わせ対応 ３７

【取り組み９】　ICTを活用した情報提供の高度化 ３７

【取り組み１０】　ICT教育環境を活用した個別最適化された学習指導 ３８

【取り組み１１】　プログラミング教育の推進 ３８

【取り組み１２】　校務の情報化 ３９

【取り組み１３】　IoT・センサーによる高齢者の遠隔見守り ４１

【取り組み１４】　デジタル技術活用による健康づくり支援 ４１

【取り組み１５】　高齢者支援へのロボット活用 ４１

【取り組み１６】　デジタル技術を活用した迅速な防災情報の発信 ４２

【取り組み１７】　デジタル技術を活用した区内中小企業のビジネススタイル転換・利便性向上の支援 ４４

【取り組み１８】　区内中小企業におけるデジタル技術に関する知識の普及啓発 ４４

【取り組み１９】　デジタル技術の活用による文化・観光のさらなる魅力発信 ４４

【基本目標１】　新たな日常・生活に対応する区民サービスの提供

取り組み名称

【施策2】　マイナンバーカードの普及促進

【施策1】　デジタル行政窓口の整備　（重点施策）

【施策8】　まちの活性化や魅力の発信

【施策7】　健康で安全・安心な暮らしの実現

【施策6】　ICT教育環境の整備

【施策5】　時代に即した情報発信・提供　（重点施策）

【施策3】　キャッシュレス決済の推進　（重点施策）

【施策4】　行政データの利活用推進

掲載頁

【取り組み２０】　BPRによる業務改革 ４６

【取り組み２１】　電子決裁・はんこレスの推進 ４６

【取り組み２２】　汎用業務へのAIの活用 ４８

【取り組み２３】　判定業務へのAIの活用 ４８

【取り組み２４】　分析・予測業務へのAIの活用 ４８

【取り組み２５】　ICTを活用した問い合わせ対応の効率化 ４８

【取り組み２６】　RPAによる業務の自動化・効率化 ４９

【取り組み２７】　先端技術などによるデータ活用推進 ５１

【取り組み２８】　ネットワーク等の整備と職員への教育 ５３

掲載頁

【取り組み２９】　多様な利用者に配慮した情報格差の解消 ５５

【取り組み３０】　情報アクセシビリティの向上 ５５

【取り組み３１】　職員へのICT研修・啓発 ５７

【取り組み３２】　先端技術などのICTトレンドの把握 ５７

【取り組み３３】　最新技術を活用したセキュリティ対策 ５９

【取り組み３４】　職員への情報セキュリティ研修・啓発 ５９

【取り組み３５】　効率的かつ効果的なシステムの安定稼働 ６１

【施策14】　ICTリテラシーの向上

【施策15】　セキュリティ対策の強化　（重点施策）

【施策16】　システム基盤の最適化・高度化　（重点施策）

【施策13】　デジタル・ディバイド対策

【施策12】　テレワーク環境の整備

【施策11】　データを活用した区政運営

【基本目標2】　行政運営の効率化・高度化に向けたデジタル化

【基本目標３】　デジタル化を支えるシステム・体制等の基盤強化

取り組み名称

取り組み名称

【施策10】　AI・RPAの活用　（重点施策）

【施策9】　区役所業務のデジタルシフト　（重点施策）

┃重要業績評価指標（KPI）の見方 各施策には重要業績評価指標（KPI）を設定しています。目標の達成度を測るため、各施

策の指標には、現況及び目標を記載しています。 

 現況：現状（令和 2年度末）における指標の実績です。なお、令和 3年度以降新た

に取り組むものなど現状で実績を取得していないものは「－」表記としています。 

 目標：計画期間の最終年度（令和 7年度末）における指標の達成目標です。 



第 2章 計画の内容 

 

2．施策の具体的内容  

基本目標 1 新たな日常・生活に対応する区民サー

ビスの提供 

【施策 1】 デジタル行政窓口の整備 （重点施策） 

国は「世界最先端デジタル国家創造宣言・官民データ活用推進基本計画」にてデジタル・

ガバメントの推進を示しており、デジタル技術を活用した行政サービスの取り組みが加速

しています。また、新型コロナウイルス感染症の世界的な拡大が続く中、国や東京都にお

いて、日常生活におけるキャッシュレス決済やオンライン活用による非接触環境の実現や、

テレワーク、オンライン会議などの推進による働き方の改革など、感染拡大を防止する習

慣の実践を呼びかけています。 

情報化に関する区民アンケート調査では、区の届出や講座申し込みなど一部の申請をオ

ンラインで受け付ける電子申請の利用状況について、「利用したことがある」「今後利用し

てみたい」という回答が 75.2％となり、行政手続のオンライン化に対する区民の関心が高

いことがうかがえます。 

また、行政手続のオンライン化に加えて、来庁時の窓口手続を簡便かつ円滑に行うこと

は、区民サービスの向上とともに、庁舎等での滞在時間を減らすことにもつながり、新型

コロナウイルス感染症対策としても有効です。 

区では、区民が窓口において、待たずに、書かずに申請できる「スマート窓口」の整備

を進め、来庁時の区民の負担軽減や接触機会の低減を図るとともに、区役所に出向くこと

なく必要な手続を完結できるよう、行政手続のオンライン化の拡大を進めます。 

  



 

デジタル行政窓口の整備（イメージ） 

 

  

手続など
の申請

オンライン申請の
内容確認・証明書など発行

職員

区民

出
向
か
な
い
窓
口

証明書など
の受け取り

オンラインで申請

証明書などの送付

来庁が不要

受 付

受付

待
た
な
い
窓
口

申請書の
事前作成

事前に申請書を作成し
区役所での作業を軽減

✓ 申請書作成の軽減

✓ 受付での内容確認の軽減

受 付書
か
な
い
窓
口

申請書作成

タブレット端末を使い
申請書作成の負担を軽減

✓ システムによる入力補助

✓ 入力漏れ、誤りの検知

QRコード
読取

QRコード
発行



第 2章 計画の内容 

 

【取り組み 1】 待たずに申請できるスマート窓口の環境整備 

来庁者が証明書発行(住民票の写し・印鑑登録証明書・戸籍関係の証明書など) の手続を

する際に、自身のスマートフォンやタブレットで事前に申請フォームの入力・QR コード化

を行い、窓口において QR コードを読み取り、申請内容をデータで確認することで受付時間

を短縮できる仕組みの導入などにより、待たずに申請できる環境を整備し、来庁時における

窓口対応の迅速化・効率化を目指します。 

担当：情報政策課 情報システム課 戸籍住民サービス課 

 

【取り組み 2】 書かずに申請できるスマート窓口の環境整備 

窓口に設置したタブレットなどを使用して、画面上の操作で申請書に必要な事項を入力で

きるようにするとともに、基本情報の自動入力など申請書の作成を支援する仕組みを導入し

ます。これらにより、申請内容をデータで受け取ることで、申請書作成の負担軽減や窓口で

の受付時間の短縮を図ります。 

担当：情報政策課 情報システム課 戸籍住民サービス課 

 

【取り組み 3】 来庁機会の削減に向けた環境整備 

本人確認が必要な手続（住民票の写しの発行など）が電子申請で完結する仕組みの導入や、

電子申請が可能な対象業務の拡大を進め、将来的には、自宅や外出先から生活などに関わる

手続などができる環境づくりを目指します。 

担当：情報政策課 情報システム課 各課 

重要業績評価指標（KPI） 

指標 現況（令和 2年度） 目標（令和 7年度） 

来庁者の窓口での待ち時間（平均） 
証明交付 18分 

異動届 45分 
減少 

オンライン手続比率 10％ 60％ 

  



 

【施策 2】 マイナンバーカードの普及促進 

国によるマイナンバーカード利活用の拡大を通じ、今後も日常生活の様々な場面におい

て、公共、民間サービスの利便性向上が期待できます。 

マイナンバーカードについては、納税手続のデジタル化で利活用が開始され、今後、健

康保険証としての利用も予定されており、公的サービス等での利用拡大など検討が進めら

れています。 

また、国が平成 29 年に運営を開始したオンラインサービス「マイナポータル」では、子

育てや介護をはじめとする行政手続のオンライン申請や、行政機関が保有する自己情報を

確認できるなど、様々なサービスが提供されています。 

区においても、マイナンバーカードを使った各種証明書のコンビニ交付サービスの提供

や、マイナポータル上での児童手当の現況届の電子申請など、区民サービスの向上に取り

組んでいます。 

引き続き、マイナンバーカードやマイナポータルを活用した行政サービスを提供するこ

とで、区民サービスの向上やマイナンバーカードの普及促進を図ります。 

 

行政サービスの検索・オンライン申請が可能な「ぴったりサービス」 

 

 出典：内閣府「ぴったりサービス」ホームページ 

  



第 2章 計画の内容 

 

マイナンバーカードの利活用場面の拡大 

 

 デジタル・ガバメント閣僚会議「マイナンバーカードの普及とマイナンバーの 

 利活用の促進に関する方針」を参考に作成 

 

【取り組み 4】 マイナンバーカードやマイナポータルを活用した行政サービスの提

供 

マイナンバーカードの公的個人認証サービスを活用した各種行政サービスや、各種証明書

のコンビニ交付サービスの提供など、区民が「いつでも・どこでも・簡単に」行政サービス

を受けられる環境の実現に向けて取り組んでいきます。また、マイナポータル上のぴったり

サービスからオンラインで申請できる手続の拡大を検討し、順次対応していきます。 

担当：情報政策課 情報システム課 各課 

重要業績評価指標（KPI） 

指標 現況（令和 2年度） 目標（令和 7年度） 

コンビニで取得可能な証明書数 2種類 充実 

マイナンバーカード交付率 35％ 60％ 

項目

デジタル・ハローワーク・
サービス

デジタル・キャンパス

納税手続のデジタル化

建設キャリアアップシステムとの
連携

各種カード、手帳等との一体化等
によるデジタル化

公的サービス等での利用拡大

マイナンバーカード読み取り対応
スマートフォンの拡大等の公的個
人認証の利便性向上

内容

•教育訓練給付金の電子申請の推進、各種申請書類の簡素化、マイナポータルによる情報
発信

•ハローワークインターネットサービスにて、職業紹介・職業訓練受講の履歴確認、マイナ
ポータルとの連携などオンラインサービスを充実

•マイナンバーカードのハローワークカードとしての利用

•大学等における職員証・学生証へのマイナンバーカードの活用、事務処理の効率化
•マイナンバーカードの教員免許管理への活用

•年末調整・確定申告手続に必要となるデータの一括取得、各種申告書への入力・添付の自
動化（※）

•マイナンバーカードの電子納税証明書交付への活用

•マイナンバーカードでの建設キャリアアップシステムの利用、登録情報の自動入力等、同シ
ステムとマイナポータルとの連携

•健康保険証利用の他、お薬手帳、ハローワークカード、ジョブ・カード、教員免許状等との
一体化

•運転経歴証明書、障害者手帳等のマイナンバーカードとの一体化の検討
•民間サービスにおける社員証や診察券等への活用

•高齢者向けの公共交通サービスにおける資格確認や精算、検診結果や予防接種情報等の
母子保健情報を閲覧できるサービスでの本人確認

•大規模音楽・スポーツイベント等でのボランティアの入場管理における本人確認
•旅券発給申請における戸籍情報の添付省略等

•通信事業者や端末メーカー等に対する働きかけによる、いつでもどこでもスマートフォン
を用いて公的個人認証サービスを利用できる環境の整備

※令和2年度より本格運用するサービス等



 

【施策 3】 キャッシュレス決済の推進 （重点施策） 

新型コロナウイルス感染症拡大を防止するための「新しい日常」として、人と人との接

触機会を低減することが重要となります。 

令和 2年 7月に閣議決定された「成長戦略フォローアップ」において、国は決済インフ

ラ（決済のシステムや手段・流れ）の見直し及びキャッシュレスの環境整備を進めるとし

ており、令和 7年 6月までにキャッシュレス決済比率を令和元年の 26.8%から倍増し、4割

程度を目指すことが掲げられています。 

また、情報化に関する区民アンケート調査では、区役所におけるキャッシュレス決済を

「利用したいと思う」という回答が 76.3％となっています。また、クレジットカードや電

子マネー、QRコード決済など、利用したいキャッシュレス決済の種別も様々であるという

調査結果が出ています。 

区民の利便性向上につながるとともに、新型コロナウイルス感染症対策としても有効で

あることから、区では税、保険料や公共施設の使用料の支払いなどにキャッシュレス決済

を導入する準備を進めており、令和 3年 3月から順次開始していきます。 

特に、行政手続のオンライン化と組み合わせて、キャッシュレス決済を推進することで、

来庁機会の削減効果も期待されます。 

一方で、区民アンケート調査の中で、キャッシュレス決済について、「個人情報の流出や

不正使用などの被害に遭うおそれがある」ことを理由に、利用に消極的な回答も見受けら

れました。そのため、キャッシュレス決済導入にあたっては、各サービス提供会社の情報

漏えい防止などのセキュリティ対策を考慮し、十分注意しながら進めていくことが必要で

す。 

 

  



第 2章 計画の内容 

 

キャッシュレス決済の推進 

 

 

 

 総務省「令和 2 年版 情報通信白書」を参考に作成 

 経済産業省「キャッシュレスのある毎日！安心＆便利な生活」より一部引用 

 

【取り組み 5】 行政サービスにおけるキャッシュレス決済の推進 

特別区民税・都民税や国民健康保険料、公共施設の使用料、その他行政手続に係る手数料

をオンライン上で決済できる仕組みを導入するとともに、窓口においても多様なキャッシュ

レス決済手段を導入することで、区民サービスの向上や来庁機会の削減、接触機会の低減を

目指します。 

担当：情報政策課 情報システム課 各課 

重要業績評価指標（KPI） 

指標 現況（令和 2年度） 目標（令和 7年度） 

キャッシュレス決済利用率 10％ 40％ 

様々な支払い

特別区民税
・

都民税

窓口
手数料

国民健康
保険料

公共施設の
使用料

他

クレジットカード

電子マネー

QRコード決済

様々な決済方法

他

電子マネー QRコード決済クレジットカード



 

【施策 4】 行政データの利活用推進 

「官民データ活用推進基本計画」ではデジタル・ガバメントの実現に向け、官民データ

を円滑に利活用することが必要不可欠であるとされており、区が保有する様々なデータを

多様な主体との関わりを通じ、有効活用していくことが重要です。 

区では平成 29 年より、誰もが二次利用できるよう、区が保有する情報をオープンデー

タとして公開し、区政の透明性及び信頼性の向上、協働の推進を図っています。令和 3年

1月現在で、Taito Free Wi-Fi設置場所や避難場所など、36のデータを公開しています。 

区が保有する情報のオープンデータ化を一層進め、二次利用できる環境づくりを進める

とともに、多様な主体との協働を推進するため、「アイデアソン」などのイベントも実施し、

行政データの利活用を促進します。 

行政データの利活用推進 

 

 

 

【取り組み 6】 オープンデータの拡充 

区が保有している各種データのオープンデータ化の充実、コンピュータが判別・計算しや

すくデータ連携・自動取得に適した、さらに利活用しやすい形式でのデータ公開などにより、

行政運営の信頼性向上や誰もが自由に行政データを二次利用できる環境づくりを推進しま

す。 

担当：情報政策課 各課 

統計データ

行政情報

施設情報

他
※東京都オープンデータカタログサイト

オ
ー
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ン
デ
ー
タ
の

形
式
に
整
形
し
公
開

オープンデータのさらなる拡充
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の実施
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域
課
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の
解
決
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進

区が保有する情報 オープンデータ公開 データ利用者
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【取り組み 7】 「アイデアソン」によるオープンデータ利活用の推進 

日常生活での困りごとや、地域や行政の課題を感じている区民のほか、課題解決のために

技術やノウハウを提供するエンジニアやデザイナーなど、地域や行政の課題解決に関心をも

つ方々が集まり、オープンデータを利活用して課題解決のアイデアを生み出す「アイデアソ

ン」により、多様な主体との協働を推進します。 

担当：情報政策課 各課 

重要業績評価指標（KPI） 

指標 現況（令和 2年度） 目標（令和 7年度） 

オープンデータ公開件数 36件 110件 

アイデアソン実施回数（累計） ― 2回 

 

 

 

東京都オープンデータアイデアソンキャラバン in 台東区（平成 29年 10 月開催） 

  



 

【施策 5】 時代に即した情報発信・提供 （重点施策） 

近年、スマートフォンや SNSなどの普及により情報発信の手段が多様化しています。そ

のため、情報を受け取る側も、知りたい情報を調べる際に検索サイトを使うという従来の

やり方に加えて、SNS を利用して情報を得る機会が増えてきています。また、オンライン

上に蓄積される利用者のデータ（年齢、性別、アクセス頻度の高いホームページや広告な

ど）をもとに、意識や行動に関する高度なニーズ分析が可能になってきています。多様化

する区民のニーズに的確に応えるためには、個人情報の保護を前提としたうえで、これら

の手段、技術の活用が重要になります。 

区では、令和 2 年 6 月より新型コロナウイルス感染症対策に関する AI チャットボット

を導入して、新型コロナウイルス感染症に関する各種手続や相談などの案内について自動

対応しています。AIチャットボットには、令和 3年 1月現在で一日平均約 300件の問い合

わせがあり、その半数以上が開庁時間外の問い合わせとなっています。また、令和 2 年 7

月より LINEによる区政情報の発信も開始し、情報発信の強化を図っています。 

区民への情報発信や区民からの問い合わせに対し、デジタル技術を活用した高度化を図

り、区民がいつでも、どこでも必要な情報を入手し、問い合わせできる環境を整備するこ

とで、区民サービスの向上を目指します。 

AI チャットボットによる情報発信・問い合わせ対応 

 

  

1

証明書のとり方

住民票の取得については、下記
ページの「申請方法」をご確認く
ださい。
https://city.taito.lg.jp/…

もしかしたら、こちらの質問で
すか？

1：住民票はどこで取れますか

2：印鑑登録証明書は…

区政情報の配信

問い合わせ

画面イメージ

24時間365日
対応・配信可能

利用者から
の質問

ＦＡＱ

FAQを蓄積し、AIの教師データに活用

質問内容へ
回答

利用者 AIチャットボット

AIチャットボット

FAQを元に
学習
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【取り組み 8】 ICT を活用した情報発信・問い合わせ対応 

多様な ICT チャネル（ホームページ・SNS・アプリ・メールマガジンなど）を活用して、

区政情報の積極的な発信を行います。AI を行政手続の案内や処理に活用し、区民からの問

い合わせに 24時間・365 日対応可能な AIチャットボットサービスなどを導入して、問い合

わせ対応の迅速化を目指します。 

担当：情報政策課 情報システム課 広報課 各課 

 

【取り組み 9】 ICT を活用した情報提供の高度化 

区と区民の双方向のコミュニケーションが図れる情報発信の仕組みを構築し、相互理解の

推進や区民ニーズの把握に努めます。例えば、アプリのマーケティングに活用できる機能を

用いて、区民一人ひとりに適した情報を提供するなど、情報提供の高度化を目指します。 

担当：情報政策課 広報課 

重要業績評価指標（KPI） 

指標 現況（令和 2年度） 目標（令和 7年度） 

AIチャットボットにおける未解決率 20％ 0％ 

区公式 LINEで発信される情報への 

満足度 
― 80％ 

  

台東区公式 LINE による情報配信 

  

画面イメージ 主な配信・公開情報（令和3年3月時点）

• 区公式ホームページ、広報「たいとう」、YouTube台東区公式
チャンネル、区が運営する各SNS等の情報を紹介

• 災害に関するマップ・ハンドブック、緊急時の情報伝達手段、
防災・災害対策やイベント等の情報を紹介

• 区が保有する施設やAEDマップ、バリアフリーマップ、都市計
画マップ等を公開している「たいとうマップ」の紹介

• 区の情報等について、LINEのメッセージ形式で質問・回答

広報

防災・防犯

たいとう
マップ

QA



 

【施策 6】 ICT 教育環境の整備 

学校教育においては、国が「GIGAスクール構想」として、児童・生徒１人１台の端末と、

高速大容量の通信ネットワークを一体的に整備し、多様な児童・生徒を誰一人取り残すこ

となく、公正に個別最適化され、資質・能力が一層確実に育成できる ICT教育環境の実現

を目指しています。 

区では、「GIGA スクール構想」を踏まえ整備した ICT 教育環境を活用し、今後のデジタ

ル社会を見据えた教育活動の充実を図ります。そのために、プログラミング教育等の学習

指導における ICT 活用を通して、児童・生徒の情報活用能力の向上を目指します。また、

教職員が学習指導に専念できるよう、校務情報化を進めます。 

 

【取り組み 10】 ICT 教育環境を活用した個別最適化された学習指導 

令和 2 年度に実現した「GIGA スクール構想」に基づく区の ICT 教育環境（学校でも家庭

でも使える 1人 1台のタブレット型パソコン、高速通信の学習系ネットワーク、デジタル教

材などのクラウド化）を活用し、児童・生徒一人ひとりに個別最適化した学習指導を進め、

児童・生徒の情報活用能力の育成を図ります。 

担当：教育委員会（指導課/庶務課）情報政策課 情報システム課 

 

【取り組み 11】 プログラミング教育の推進 

平成 29年 3月告示の学習指導要領に明記されたプログラミング教育の推進により、児童・

生徒のプログラミング的思考の育成を通して、情報活用能力の育成を図ります。 

担当：教育委員会（指導課/庶務課）情報政策課 情報システム課 
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【取り組み 12】 校務の情報化 

児童・生徒に関わる個人情報の保護及び校務の効率性を高める校務システムの維持運用、

学校 ICTコンサルティングサービスなどの活用により、教職員の業務負担軽減及び教育の質

の向上を図り、持続可能な学校運営に資する校務情報化を推進します。 

担当：教育委員会（指導課/庶務課/教育支援館） 情報政策課 情報システム課 

重要業績評価指標（KPI） 

指標 現況（令和 2年度） 目標（令和 7年度） 

児童・生徒の情報活用能力の評価指数 ― 増加 

 

 

ICT を活用した授業 

  



 

【施策 7】 健康で安全・安心な暮らしの実現 

「健康で長生きをしたい」という思いは、すべての人々が持つ願いであり、高齢となり

医療や介護が必要となった場合でも、高齢者やその家族が安心して生活できる環境の実現

がより重要になってきます。一方、ひとり暮らしの高齢者などの見守りや介護従事者の負

担の大きさなど、解決しなければならない課題もあります。 

これらの課題に対応するため、自治体においても、様々な取り組みが進んでいます。例

えば、高齢者の生活支援という側面では、IoT を活用し、認知症による徘徊がある高齢者

が小型端末を所持し、プライバシー保護がされたうえで、位置情報を把握できる遠隔見守

りシステムが活用されています。 

住民の健康増進という側面では、健診結果や、日常の生活情報（歩数や食事など）など

の情報をデータ化できるアプリを活用し、アプリ利用者自身での健康情報の確認や、デー

タを基にした個人に最適化した健康アドバイスを提供する仕組みが導入されています。 

介護従事者への支援という側面では、車いすへの移乗や入浴介助などを支援するロボッ

ト等の導入を進めています。 

区では、遠隔見守りシステムやロボットなどのデジタル技術を活用することで、高齢者

本人、その家族が安心して生活できる環境の実現を目指すとともに、いつまでも健やかに

自分らしく過ごせるよう、区民一人ひとりの健康情報を基礎にしたビッグデータ1分析など

によるサービスの高度化も検討します。 

また、防災分野においては、近年多発している大規模な風水害や、近い将来発生が危惧

されている首都直下地震など、甚大な被害が想定される災害に対し、国や東京都において

もデジタル技術を活用した防災の高度化を進めています。 

区においても、区民の生活に直結する災害に対して、デジタル技術を活用し、想定され

る災害の情報を適切に発信するとともに、発災時における情報収集や避難情報などの情報

発信を迅速に実施することで、安全・安心なまちの実現を目指します。 

 

1 ビッグデータ：様々な種類・形式が含まれるデータや、日々膨大に生成・記録される時系列性・リアルタイム

性のあるような、従来の技術では記録や保管、解析が難しい巨大なデータ群を指す。自治体においては、保有

する住民情報などを抽象化したビッグデータを AI などの技術を用いて解析することで、政策立案への利活用や

行政サービスの高度化を目指す動きが始まっている。 
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【取り組み 13】 IoT・センサーによる高齢者の遠隔見守り 

認知症（徘徊）高齢者の位置情報の確認や、ひとり暮らしの高齢者などの見守り対策とし

て、IoTやセンサー等の技術を活用し、プライバシーに配慮した見守りの仕組みなどにより、

高齢者やその家族が安心して生活できる環境を目指します。 

担当：介護予防・地域支援課 情報政策課 

 

【取り組み 14】 デジタル技術活用による健康づくり支援 

区民一人ひとりの生活情報（日々の歩数や食事の生活習慣など）の可視化が可能な仕組み

を導入し、健康情報やウォーキングマップ、イベント情報の提供、健診・検診の勧奨を実施

するなど、健康づくりを支援し区民の健康増進を図ります。 

担当：保健サービス課 情報政策課 

 

【取り組み 15】 高齢者支援へのロボット活用 

介護施設における支援ロボットの活用により、利用者の生活を支援するとともに、サービ

スの高度化や介護従事者の負担軽減を目指します。 

担当：高齢福祉課 情報政策課 

【防災】デジタル技術を活用した迅速な防災情報の発信【保健・医療】最新技術を活用したサービスの高度化

IoTやセンサーを活用した高齢者の
遠隔見守りシステム

デジタル技術活用による健康づくり
支援

高齢者支援へのロボット活用
地震や風水害の発生状況など
様々な防災情報を迅速に発信

区民や来街者の
避難行動を支援



 

【取り組み 16】 デジタル技術を活用した迅速な防災情報の発信 

近年、日本各地で被害をもたらしている風水害など、多様化する災害を踏まえ、防災アプ

リなどデジタル技術を活用して情報発信の充実、強化を図り、区民や来街者の避難行動を支

援します。 

担当：危機・災害対策課 情報政策課 

重要業績評価指標（KPI） 

指標 現況（令和 2年度） 目標（令和 7年度） 

ICTを活用した見守りシステム 実施 推進 

健診データ等の活用の仕組みの構築 ― 実施 

区立特別養護老人ホームにおける 

介護ロボットの活用 
実施 実施 

防災アプリダウンロード数（累計） 9,100 13,000 
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【施策 8】 まちの活性化や魅力の発信 

新型コロナウイルス感染症は、あらゆる産業にも影響を与え、新たなビジネスモデルへ

の転換・経営の多角化、また、テレワークなど働き方改革の推進をさらに加速させていま

す。 

一方で、区内中小企業の中にはデジタル技術に精通する人材の不足や、インターネット

を効果的に利用するための環境が整備されていないなどの理由から、最新のデジタル技術

の導入や活用を図ることが難しい場合もあります。 

その状況を踏まえ、区では、デジタル技術に関するセミナー等の開催をはじめ、テレワ

ークなどのデジタル技術の導入や活用に向けた助成などの支援を図り、区内中小企業にお

けるデジタル化の推進を目指します。 

文化・観光の分野においても、ホームページや SNSによる情報発信はもとより、文化の

魅力を広く伝えるための動画配信や、デジタルサイネージを活用した観光案内、多言語ア

プリによる観光情報や災害時の避難情報発信など、様々な場面でデジタル技術の活用が広

がっています。 

区では、今後もデジタル技術を有効に活用しながら、集積する文化・観光資源の魅力を

十分に発信することで、まちの魅力を再確認するとともに台東区への誘客を促進し、まち

の活性化を図ります。 

 

   

【文化・観光】デジタル技術の活用による
文化・観光のさらなる魅力発信

【産業】区内中小企業における
デジタル技術に関する知識の普及啓発

ICTを活用した経営セミナー

区に集積する文化・観光資源

ほか
多数

浅草寺国立西洋美術館

©国立西洋美術館

隅田川花火大会

デジタル技術

など

動画配信ウェブサイト・SNS デジタルサイネージ



 

【取り組み 17】 デジタル技術を活用した区内中小企業のビジネススタイル転換・

利便性向上の支援 

区内中小企業を対象に、EC サイト1やテレワークなどデジタル技術を活用したビジネスス

タイルの転換、また、キャッシュレス決済などによる利便性向上と非接触型の感染症対策へ

の支援を行い、生産性の向上や消費者ニーズに対応し、区内産業の活性化を図ります。 

担当：産業振興課 情報政策課 

 

【取り組み 18】 区内中小企業におけるデジタル技術に関する知識の普及啓発 

区内中小企業における ICT・AI・IoT・5G2などのデジタル技術の活用方法について、理解

を深めてもらうためのセミナー等の開催により、人材育成を支援し、区内中小企業における

デジタル技術の導入促進を図ります。 

担当：産業振興課 情報政策課 

 

【取り組み 19】 デジタル技術の活用による文化・観光のさらなる魅力発信 

デジタル技術を活用して、多様な文化情報の発信や的確な観光プロモーションを推進する

ことで、区民や来街者が、区に集積する文化観光資源の魅力に触れる機会を提供します。 

担当：文化振興課 観光課 情報政策課 

重要業績評価指標（KPI） 

指標 現況（令和 2年度） 目標（令和 7年度） 

区内中小企業におけるデジタル技術の

導入・活用の支援 
実施 推進 

デジタル技術を活用した文化観光情報

の発信 
実施 推進 

 

1 EC サイト（Electronic Commerce Site）：インターネット上で商品やサービスを販売するサイトのこと。 

2 5G（第 5 世代移動通信システム）：現在、スマートフォンなどの通信技術の主流である 4G（第 4 世代移動通信

システム）に代わる次世代の技術で、「超高速通信」「超低遅延通信」「多数同時接続」といった特徴を有するこ

とを目指したもので、4G から大幅な技術的な進化が見込まれる。 
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基本目標 2 行政運営の効率化・高度化に向けたデ

ジタル化 

【施策 9】 区役所業務のデジタルシフト （重点施策） 

国においては、行政のデジタル化によるデジタル・ガバメントの実現を目指し、様々な

取り組みを進めています。新型コロナウイルス感染症の対策も踏まえて令和 2 年 12 月に

策定された「自治体 DX推進計画」においては、行政手続のオンライン化などの重点取組事

項と併せて、BPR の徹底により書面規制・押印・対面規制の見直しに積極的に取り組む必

要があることが示されています。 

いくつかの自治体においては、住民サービスの向上や、来庁不要・非接触な行政手続の

実現に向けて、押印廃止の実行・方針を表明し、紙媒体から電子媒体中心の業務となり、

デジタル技術を活用できる環境へのシフトを図っています。 

区においても、多様化する区民ニーズに的確に対応したサービスを提供するためには、

業務においてデジタル技術の活用が重要であり、従来の業務を大胆に見直すことも必要で

す。そのため、業務プロセスの見直しや電子決裁・ペーパーレスの推進、Web 会議システ

ムのさらなる活用などデジタル技術が最大限活用できる環境を構築し、区役所業務のデジ

タルシフトを目指します。 

 

  

取り組みのイメージ
業務をデジタルシフト
するための取り組み

業務プロセスの抜本的見直し
（BPR）による業務改革

電子決裁・はんこレスの推進

会議、打ち合わせなどでの
ペーパーレスやWeb会議活用の推進

電子決裁・
はんこレス

業務BPRを全庁で
推進

Web会議

会議・打ち合わせは
ペーパーレス、
Web会議で実施



 

【取り組み 20】 BPR による業務改革 

業務手順の可視化、分析、課題抽出を行い、業務プロセスを抜本的に見直していく BPRの

徹底により業務改革を進めます。オンラインによる区民向けの講座・相談の実施や定型業務

の自動化など、新たな業務手法を導入し、区役所業務の効率化を図ります。 

担当：情報政策課 各課 

 

【取り組み 21】 電子決裁・はんこレスの推進 

業務の意思決定などをする決裁・供覧文書のさらなる電子化や、区民からの申請書などを

含めた、押印が義務付けられていない文書への押印を不要とする「はんこレス」に取り組み、

紙媒体から電子媒体を中心とする区役所業務への移行を図ります。 

担当：総務課 情報政策課 情報システム課 各課 

重要業績評価指標（KPI） 

指標 現況（令和 2年度） 目標（令和 7年度） 

BPRによって見直した 

業務プロセスの件数 

年 3件 

（累計 6件） 

年 5件 

（累計 31件） 

電子決裁利用率※ 31％ 100％ 

オンライン手続比率 10％ 60％ 

※電子・紙併用決裁方式となるものを含む  
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【施策 10】 AI・RPA の活用 （重点施策） 

今後、国全体では本格的な人口減少、高齢化が進行することが予測されています。2040

年頃の自治体が抱える行政課題に対して、国は「自治体戦略 2040構想研究会」の報告書の

中で、AIやロボットなどの効果的な活用に取り組む「スマート自治体」を提唱しています。

先行する自治体においては、AI やロボットなどを定型的な処理のみならず、判定や分析、

予測といった職員でないとできないとされていた業務にも活用し始めています。 

区では、令和元年度に、介護保険資格者証の発行や軽自動車税申告情報の入力に関する

業務などでロボットを作成・テストした結果、業務負担の削減に高い効果が見込まれるこ

とが検証されました。令和 2年度に運用ルールを策定し、令和 3年度以降、さらなる導入

業務数の拡大を図ります。 

今後も、AIやロボットなどの技術を様々な業務において導入し、自動化・効率化を進め

るとともに、それらの技術を将来予測の観点で活用するための調査・研究も並行して実施

し、将来的により効率的な業務の実現を目指します。 

AI・RPA の活用 

 

  

ロボットが自動操作
（入力、照会、抽出など）

RPA

紙帳票など

保育園
入園選考業務

滞納整理業務

問い合わせ
対応業務

その他行政事務

インフラ
管理業務

対象業務

PDFデータ

メール、システム、
センサーなど

AI-OCR

手書きの文字をデータ化

先端技術の活用による自動化や高度化

AI

処理の自動化や予測

情報システム

元情報

人による確認

読込 文字データ

ス
キ
ャ
ン

取
り
込
み

取
り
込
み

エラー学習

取
り
込
み

AI



 

【取り組み 22】 汎用業務への AIの活用 

AI-OCR1などの技術を活用することにより、職員が手作業などで実施しているデータ入力

などの汎用業務等の自動化を順次展開し、業務効率化を図ります。 

担当：情報政策課 情報システム課 各課 

 

【取り組み 23】 判定業務への AIの活用 

一定の判断基準などに基づき、判定作業をしている業務に AI を活用します。例えば、保

育園の入園選考業務において、AI が入所基準や調整指数、兄弟姉妹条件などのデータに基

づき判定するシステムを導入することで、判定業務を自動化し業務効率化を図ります。 

担当：情報政策課 情報システム課 各課 

 

【取り組み 24】 分析・予測業務への AIの活用 

職員の経験・知見などに基づき予測・判断をしている業務に AI を活用します。業務の中

で生じている、予測・判断の元となる情報をデータ化し AI に学習させることで、業務経験

が豊富な職員による予測や判断を AIで代替し、業務効率化を目指します。 

担当：情報政策課 情報システム課 各課 

 

【取り組み 25】 ICT を活用した問い合わせ対応の効率化 

区民からの多様な問い合わせに対し、AIを行政手続の案内や処理に活用し、24時間・365

日対応可能な AI チャットボットサービスなどを導入することで、従来職員が行っていた問

い合わせ対応の効率化を目指します。 

担当：情報政策課 情報システム課 広報課 各課 

 

1 AI-OCR(Optical Character Reader)：印刷された文字等を読み取り、電子テキスト化する技術・装置（OCR)に

AI を活用したもの。AI に事前学習させることで、手書き文字でも従来の OCR より高精度で読み取ることがで

きるなど、文字認識率が飛躍的に向上している。 



第 2章 計画の内容 

 

【取り組み 26】 RPA による業務の自動化・効率化 

RPAの導入業務を拡大し、業務の自動化・作業精度・安定性の向上を図ります。また、RPA

が定型的な業務を代替することにより、職員が付加価値の高い業務に注力する環境をつくり

ます。 

担当：情報政策課 情報システム課 各課 

重要業績評価指標（KPI） 

指標 現況（令和 2年度） 目標（令和 7年度） 

AI・RPA導入業務における 

作業削減時間 
年 600時間 年 8,150時間 

 

 

 

BPR・RPA による業務改善例 

 

 

 

  

業
務
改
善
前

職
員 作業１ 作業３ 作業４ 作業５作業２ 作業６

業
務
改
善
後

職
員 作業１ 作業６

ロ
ボ
ッ
ト

作業４

作業２

作業３

作業５
集約化と再配置
（順序を変える）

BPRにより業務手順の見える化や整理をするとともに、RPAを活用することで業務効率の向上を図る。



 

【施策 11】 データを活用した区政運営 

「世界最先端デジタル国家創造宣言・官民データ活用推進基本計画」の中で、統計や業

務データなどの客観的な証拠に基づき、政策を立案する EBPMの考え方が示されています。 

自治体が保有する行政情報をはじめ、車両の走行情報、スマートフォン等から取得され

る位置情報、区民から投稿される情報など活用される情報の種類は様々あります。アプリ

ケーション1やシステムなどから収集したそれらの情報を、API2などのデジタル技術により

組み合わせた新たなサービスの検討・導入が進められています。 

先行する自治体では、自動車の走行中の速度や経路などのデータを用い、道路の適切な

安全対策の実施や、地図情報システムに居住する住民の属性等を反映し、災害時における

給水車の効率的な配置計画を策定するなど、データ活用の有効性がさらに高まっています。 

区においても、区民サービスの向上や安全・安心なまちの実現に資するよう、データを

活用して EBPM を推進します。そのため、多様な行政情報等のデータ化やそれらを活用し

た高度な分析に関する事例や手法について情報収集及び調査研究を実施します。 

データを活用した行政運営の例 

   

 

1 アプリケーション：表計算・文章作成・画像処理など作業目的に応じて使う専用プログラムやソフトウェア。 

2 API（Application Programming Interface）：ネットワークを通じて、Web サービス等の機能を外部から利用す

るための、アプリケーションやシステム間のインターフェース（異なる機器・装置を接続する入出力部分）。 

清掃車両でのデータ収集による環境モニタリング

データ収集

• 清掃車両で各種データを収集、職員が
巡回中に発見した情報を報告

データ利活用データ分析

環境情報

ごみの個数

道路状況

職員がアプリで報告

不適正な
ごみの排出

不法投棄

など

データ収集基盤

• 収集したデータを集約・分析

温度・湿度等を
データ化

ごみの個数や
重量を自動計測

道路の劣化状況
を検出

ごみの投棄情報
をデータ化

• データを環境等に関する施策に活用

自治体・研究者への情報提供

地域別のごみ量の算出

道路の点検・補修計画への活用

ごみの不法投棄への対応など

センサー・ドライブ
レコーダーで収集



第 2章 計画の内容 

 

データを活用したサービスの提供 

 

総務省ホームページ「オープンデータ戦略の推進」を参考に作成 

 

【取り組み 27】 先端技術などによるデータ活用推進 

日々蓄積されていく行政情報を活用し、データを分析することで得られた証拠に基づいて、

効果的な事業や施策の実施につなげるなど高度な政策立案に資するよう EBPM を推進します。 

担当：情報政策課 各課 

重要業績評価指標（KPI） 

指標 現況（令和 2年度） 目標（令和 7年度） 

政策立案におけるデータ利活用 ー 実施 

 

  

情報流通連携基盤共通ＡＰＩ

浸水危険エリア

避難勧告エリア

様々な情報の組み合わせ

遅延情報

リアルタイム
位置情報

国・県・市町村の
地盤情報を一覧表示

自治体行政情報 社会資本情報 観光情報 防災情報 公共交通情報 統計情報 花粉症情報

防災情報サービス 公共交通情報サービス 地盤情報サービス



 

【施策 12】 テレワーク環境の整備 

新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、令和 2年 4月に発出された緊急事態宣言下では、

多くの民間企業をはじめ行政機関において、テレワークの導入が進みました。今後予想さ

れる大規模災害等への対策としても、テレワークという手段は有効であり、自治体におい

ても非常時に行政サービスが停止しないよう、業務継続性の確保がますます重要となって

います。 

令和 2年 9月に民間企業が公表した「行政組織における在宅勤務実施状況・業務効率化

に関する調査 2020」では、国・都道府県・区市町村の行政職職員 1,000名が調査に回答し、

職員の 8割以上が週 1日以上の在宅勤務を希望していることや、在宅勤務の希望日数につ

いて週 2日という回答が最も多く、全体の約 3割であるなど、行政組織においても在宅勤

務のニーズが高いことがわかりました。また、勤務において改善を希望する事項として、

「自由な働き方」が回答のトップとなり、働き方に柔軟性を求めていることもわかります。 

テレワークの実施にあたっては、専用ネットワークの構築やクラウドサービスの利用な

ど様々な環境整備の手法があります。また、利用形態も、在宅勤務のほか、サテライトオ

フィス勤務、モバイル勤務と分かれています。環境整備にあたり、非常時の業務継続性の

観点に加えて、費用対効果、セキュリティ対策、さらには平時における活用可能性など十

分に検討する必要があります。また、テレワークに適した業務の選定や実施規模、運用ル

ールなどの仕組みづくりや、テレワークにおける業務の進捗管理やコミュニケーションな

ど職員一人ひとりのマネジメント能力の育成も進める必要があります。 

区では、職員が職場以外からも庁内のネットワークにアクセスできるようにするととも

に、テレワークの効率性向上に向けて職員への教育を行うことで、出勤抑制が必要な感染

症拡大時の在宅勤務など非常時における業務継続性の確保を目指します。また、この環境

を活用し、平時においても職員が時間・場所にとらわれない働き方を推進します。 

  



第 2章 計画の内容 

 

テレワークの定義・分類 

 

総務省ホームページ「テレワークの推進」を参考に作成 

 

【取り組み 28】 ネットワーク等の整備と職員への教育 

テレワークが実現可能なセキュリティの高い端末及びネットワークの整備や、コミュニケ

ーションツールの充実、効率的な実施に向けた職員への教育を行うことで、感染症のまん延

による出勤抑制時の在宅勤務など非常時における業務継続性の確保や、平時における時間・

場所にとらわれない柔軟な働き方を推進します。   

担当：人事課 情報政策課 情報システム課 

重要業績評価指標（KPI） 

指標 現況（令和 2年度） 目標（令和 7年度） 

テレワーク環境の整備 ― 実施 

 

所属オフィス（庁舎・出先施設）

在宅勤務サテライトオフィス勤務 モバイル勤務

【想定利用シーン】

• 感染症まん延時の出勤抑制
下における在宅での業務継
続

• 育児・介護の対応と業務の
両立

【想定利用シーン】

• 所属オフィス以外の区有施
設に出張した際（庁舎から
出先施設、出先施設から庁
舎へ出張など）の、出張先
オフィスでの業務継続

【想定利用シーン】

• 大規模な地震、風水害発生
時などにおける緊急連絡な
どの対応

• 移動時におけるメールやス
ケジュールの確認



 

基本目標 3 デジタル化を支えるシステム・体制等

の基盤強化 

【施策 13】 デジタル・ディバイド対策 

令和 2年 12月に公表された「デジタル社会の実現に向けた改革の基本方針」では、「誰

一人取り残さない、人に優しいデジタル化」を進めることが示されています。区において

もデジタル化を推進するうえで、利用機会等の格差是正や多様な利用者に配慮した環境の

整備が必要です。 

今回の区民アンケート調査で、パソコンや携帯電話、スマートフォンなどの機器でのイ

ンターネット利用について、「利用しておらず今後も利用するつもりはない」という回答

は、前回調査時の 11.0％から減少したものの、6.4％となっています。社会全体のデジタ

ル化が加速する中で、情報通信技術の活用機会や活用能力の違いによる情報格差を解消し

ていくことが重要です。そのためには、誰もが ICTを活用できるよう支援を行うとともに、

情報通信端末を用いなくても必要な情報などを入手できるように様々な手段を確保して

いく必要があります。 

また、IPA（情報処理推進機構）が公開する「情報セキュリティ 10大脅威 2020」では、

個人向けの脅威としてフィッシング詐欺1やインターネット上におけるサービス・決済の不

正利用などが挙げられており、情報セキュリティに関する知識を習得することも必要です。 

区では情報格差の解消に向けて、情報通信端末やサービスの使い方講座や安全にインタ

ーネット等を利用するための啓発などを実施し、区民の ICTリテラシーの向上に取り組み

ます。併せて、行政情報やサービスの提供について利用者に配慮しながら、ICT とともに

ICT 以外の手段も準備していくよう努めます。また、ICT をより身近に活用できるよう公

共施設における情報通信環境の充実を図ります。 

さらに、区公式ホームページなどにおいて、誰もが不自由なく必要な情報を受け取り利

用できるよう、利用しやすさに配慮した対策を実施します。 

 

1 フィッシング詐欺：金融機関、ショッピングサイト等の実在する有名企業を騙るメールを送信し、偽のウェブ

サイト（フィッシングサイト）へ誘導することにより、銀行口座情報、クレジットカード情報、ID、パスワー

ド、氏名等の重要な情報を詐取する詐欺。 



第 2章 計画の内容 

 

【取り組み 29】 多様な利用者に配慮した情報格差の解消 

パソコン・スマートフォンなどの使い方講座や、情報セキュリティに関する啓発などを実

施して区民の ICTリテラシーの向上を図ります。また、タブレット端末などを用いた多言語

通訳サービスや遠隔手話通訳サービスを提供するとともに、区役所業務のデジタル化に伴っ

て、公共施設における情報通信環境の充実を図り、情報格差の解消を進めていきます。 

担当：情報政策課 情報システム課 高齢福祉課 障害福祉課 生涯学習課 各課 

 

【取り組み 30】 情報アクセシビリティの向上 

区公式ホームページなどにおける文字情報の読み上げや、個々の状況に合わせて手続を絞

り込み目的のページに誘導する機能の活用、意思疎通を円滑にするコミュニケーションツー

ルなどの導入により、障害の有無に関わらず、誰もが欲しい情報を得られる情報アクセシビ

リティの向上を進めます。 

担当：広報課 情報政策課 各課 

重要業績評価指標（KPI） 

指標 現況（令和 2年度） 目標（令和 7年度） 

ソフト・ハード両面からの 

デジタル・ディバイド対策 
実施 推進 

区公式ホームページにおける 

アクセシビリティの向上 
実施 推進 

 

  



 

【施策 14】 ICTリテラシーの向上 

デジタル技術や ICT は日進月歩で進化しており、区のデジタル化を推進するためには、

それらの技術に対する理解や知識の向上が求められます。現在、区では、必要に応じて CIO1

補佐業務委託事業者から専門的な知見に基づく助言を受けながら情報分野の業務を遂行

するとともに、情報システムに携わる職員に対して、業務に資する専門的な技術研修を実

施しており、個々の能力向上を図っています。 

社会変革を捉えた行政運営を推進していく中で、行政手続のオンライン化や AI・RPAの

活用、キャッシュレス決済の推進など、今後も ICTを活用する場面がますます拡大してい

きます。区役所全体のデジタル化を一層推進するためには、情報分野に限らず、各分野の

職員についても、ソフトウェアやネットワーク、ロボットなど ICTに関する知識を習得す

ることが重要となります。 

一方で、ICT 活用に偏りすぎることでコミュニケーションの不足などサービスの低下を

招かないように、区民サービスの向上、行政運営の効率化という ICT活用の目的を正しく

理解して、適切に活用する意識の定着も引き続き必要となります。 

そのため、ICTに関する様々な事例や動向について、庁内で積極的に周知するとともに、

ICT の基礎的な知識の習得・利活用、適切な活用に向けた意識定着を目的とした研修や専

門研修を実施し、職員の ICTリテラシーの向上を図ります。さらに、先端技術に関する外

部セミナーなどにも参加し、最新動向などを把握するとともに、それらを活用した情報化

施策の高度化を目指します。 

 

  

 

1 CIO（Chief Information Officer：情報統括責任者）：行政機関や企業などにおいて、業務革新や情報技術の活

用を推進する責任者。情報システム最適化に加えて、組織や部門を越えて組織全体を俯瞰した経営の変革を推

進する主導的役割が求められる。 



第 2章 計画の内容 

 

【取り組み 31】 職員への ICT研修・啓発 

職員に向けて、ICT に関する基礎的なものから先端技術の動向に至るまでの全般的な知識

の習得、適切な活用に向けた意識定着に関する集合研修やｅラーニングなど教育・啓発を実

施します。また、情報システムに携わる職員に対しては、より専門的な知識が習得可能な専

門研修などの受講を促し、職員の ICTリテラシー向上を図ります。 

担当：情報政策課 情報システム課 

 

【取り組み 32】 先端技術などの ICTトレンドの把握 

先端技術などの ICT トレンドをテーマとした外部セミナーや展示会、研究会などに職員を

参加させ、AI・5G をはじめとする先端技術の特性やデータ活用などの動向の理解・把握に

努め、ICTの進展に適合した情報化施策の展開に繋げます。 

担当：情報政策課 情報システム課 

重要業績評価指標（KPI） 

指標 現況（令和 2年度） 目標（令和 7年度） 

ICTリテラシー向上に資する 

研修等実施回数 
― 

年 2回 

（累計 9回） 

外部セミナー等への職員参加回数 年 6回 
年 10回 

（累計 56回） 

 

  



 

【施策 15】 セキュリティ対策の強化 （重点施策） 

ICT の分野で技術革新が進み、先端技術を活用したシステム、サービスが誕生する一方

で、技術の進展とともに、情報セキュリティに対する脅威は、ますます高度化・巧妙化し

ており、先端的なデジタル技術の活用に伴うセキュリティ対策が必要です。 

国は、平成 27 年に発生した日本年金機構の個人情報漏えい事件を受けて、自治体情報

セキュリティ対策の抜本的強化について、いわゆる「三層の対策1」を推進してきましたが、

「三層の対策」の効果や課題、新たな時代の要請（行政アプリケーションを自前調達方式

からサービス利用方式へ、行政手続を紙から電子へなど）を踏まえ、令和 2年 12月に「地

方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドライン」を改定しました。 

同ガイドラインでは、「三層の対策」の見直しに関して、従来の「三層の対策」のあり方

に加えて、効率性・利便性の高いモデルとして、インターネット接続系に業務端末・シス

テムを配置した新たなモデルの導入も検討可能であることが示されています。 

区では、これまでも、平成 29年度に東京都セキュリティクラウド2への接続を行うなど、

情報セキュリティに関する動向を継続的に把握し、適切な対策を講じてきました。 

先端的なデジタル技術の活用に伴う情報セキュリティへの脅威や、システム停止によっ

て引き起こされる業務停止、それに伴う区民や外部組織への影響の広範囲化などを踏まえ、

引き続き区が提供する行政サービスや、内部で運用する情報システムにおける一層のセキ

ュリティ対策を実施する必要があります。また、業務継続性の観点から、ICT-BCP を早急

に策定することが求められており、令和 3年度上半期までの策定を目指します。 

さらに、区民の個人情報など大切な情報資産を堅守するため、最新技術を活用したセキ

ュリティ対策の導入を検討するとともに、職員に対しセキュリティ研修・啓発活動を推進

することで、区が提供する行政サービス、情報システムなど行政運営の強靭化を目指しま

す。 

  

 

1 三層の対策：個人番号利用事務系、LGWAN 接続系、インターネット接続系の各システム・ネットワークを分離

して、相互に接続・通信ができないようにするセキュリティ対策。 

2 東京都セキュリティクラウド：東京都及び都内の区市町村のインターネットを介した通信を集約し、メールや

Web 閲覧を安全に行うために必要な機器や設備を統合したシステム。 



第 2章 計画の内容 

 

従来の「三層の対策」と新たなモデルのイメージ1 

 

 総務省「地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドライン」を参考に作成 

 

【取り組み 33】 最新技術を活用したセキュリティ対策 

「三層の対策」の見直しをはじめとする、最新の情報セキュリティに関する動向の情報収

集・検討を行い、情報資産を保護する情報システムの対策強化や行政運営の強靭化を図ると

ともに、CSIRT（情報セキュリティインシデントに対応するチーム）の設置を行います。 

担当：情報政策課 情報システム課 

 

【取り組み 34】 職員への情報セキュリティ研修・啓発 

職員に向けて、最新の情報セキュリティ動向やインシデント（情報セキュリティ関連の事

件・事故）などの情報共有や、ヒューマンエラーによる事故防止などに関する研修を継続的

に実施することで、区民の個人情報などを適正に取り扱うための知識や意識を定着させます。 

担当：情報政策課 情報システム課 

重要業績評価指標（KPI） 

指標 現況（令和 2年度） 目標（令和 7年度） 

情報漏えい・事故件数 年 3件 年 0件 

 

1 LGWAN（Local Government Wide Area Network）：総合行政ネットワークの略称であり、地方公共団体の組織内

ネットワーク（庁内 LAN）を相互に接続した行政専用のネットワーク。 

新たなモデルの一例従来の「三層の対策」

分
離

分
割
（無
害
化
通
信
）

個人番号
利用事務系

住民記録

戸籍

税

国保

など

LGWAN
接続系

グループウェア

文書管理・財務
会計・庶務事務

人事給与

LGWAN
メール

など

インターネット
接続系

情報収集

メール

ホームページ

など

庁内

自治体情報
セキュリティクラウド

インターネット空間➢ 主要なシステム（グループウェア
など）が利用可能なＬＧＷＡＮ1接
続系に配置されている端末で業
務を行うモデル

分
離

分
割
（無
害
化
通
信
）

個人番号
利用事務系

住民記録

戸籍

税

国保

など

LGWAN
接続系

人事給与

LGWAN
メール

など

インターネット
接続系

グループウェア

メール

など

ホームページ

庁内

自治体情報
セキュリティクラウド

インターネット空間➢ インターネット接続系に配置され
ている端末で業務を行うモデル。
主要なシステムなどを移行して、
インターネット空間にあるパブ

リッククラウドなどを活用する。

文書管理・財務
会計・庶務事務



 

【施策 16】 システム基盤の最適化・高度化 （重点施策） 

デジタル技術を活用した施策、取り組みは、区の様々な分野で推進されており、それら

を支えるシステム基盤には、特定分野に特化した部分最適ではなく、区のシステム全体を

見渡して、利便性、事業継続性、情報セキュリティ、コストなどを総合的に勘案する全体

最適の視点が必要です。 

国は、平成 29年に「世界最先端 IT国家創造宣言・官民データ活用推進基本計画」及び

「デジタル・ガバメント推進方針」にて、「クラウド・バイ・デフォルト原則1」を示し、

平成 30 年に「政府情報システムにおけるクラウドサービスの利用に係る基本方針」を策

定しました。さらに、令和 2年に改定された「デジタル・ガバメント実行計画」において

は、同方針に基づいて、「（仮称）ガバメントクラウド（Gov-Cloud）」を早期に整備すると

しており、自治体においても同サービスを活用して基幹系情報システム等の構築・運用が

可能となることが見込まれます。自治体における情報システムはこれまで以上に無駄が無

く、適正なコストのもと、様々な高度化を実現していくことが求められます。 

また、国が立ち上げた「自治体システム等標準化検討会」では、基幹系情報システム及

び様式・帳票の標準化により、業務プロセスの標準化が考えられています。令和 2年 9月

には「住民記録システム標準仕様書」がすべての区市町村を対象に公表されました。今後、

税や介護保険といった他の業務においても同様に標準化が推進される予定で、国は「（仮

称）ガバメントクラウド（Gov-Cloud）」を活用しながら、令和 7年度までの移行を目指す

としています。区においては令和 5年度に基幹系情報システムの更改が予定されているこ

とから、国の動向を注視していく必要があります。 

引き続き、国や他自治体における業務・システムの標準化や自治体クラウドの動向を適

切に理解・把握しながら、区が保有する情報システムについて、ライフサイクルも考慮し

つつコスト適正化及びシステムの高度化を目指します。  

 

1 クラウド・バイ・デフォルト原則:クラウドサービスが有する、「効率性の向上」「セキュリティ水準の向上」

「技術革新対応力の向上」などの優位性を考慮し、政府の情報システムはクラウドサービスの利用を第一候補

として検討するという方針。 
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情報システム及び様式・帳票の標準化 

 

総務省「自治体システム等標準化検討会（第 1 回）」配布資料を参考に作成 

 

【取り組み 35】 効率的かつ効果的なシステムの安定稼働 

業務・システムの標準化や自治体クラウドなどの動向を把握し、基幹系情報システムをは

じめとする区が運用する各システムのさらなる最適化・高度化に向けた検討を進めるととも

に、多様な事業者の参入促進、サーバーやソフトウェアの集約・統合により、効率的かつ効

果的なシステムの安定稼働を図ります。 

担当：情報政策課 情報システム課 

重要業績評価指標（KPI） 

指標 現況（令和 2年度） 目標（令和 7年度） 

システム基盤のコスト適正化・高度化 実施 推進 

 

  

期
待
効
果

①人的・財政負担が減少、カスタマイズ抑制

②高性能AIを安価に活用、学習データ増加

③システム・サービスなどの提供事業者間での競争促進

④住民・企業の利便性向上（統一様式・オンライン申請）

現在の姿 未来の姿

同一業務においても、情報システム、様式・帳票、業務プ
ロセス、AI・RPA等の導入状況が自治体ごとに異なる

情報システム及び様式・帳票の標準化により、業務プロセスも標準化し、シ
ステムやAI・RPA等をクラウド上で自治体共通でサービス利用

A市 B市

AI

C市

AI RPA

D町

ＲＰＡ

申請書 申請書 申請書 申請書

＜各自治体の業務プロセスイメージ＞

AI A社

AI

AI B社

AI

RPA

…

システムX社 システムY社

A市 B市 C市 D町

共通様式・オンライン申請

標準化された業務プロセス

システム標準化

人口規模等に応じて通常必要な機能を標準仕様に搭
載することで、自治体独自のカスタマイズが抑制され、
クラウド上のサービス利用式への移行が円滑化

例）業務プロセスを標準化し、A市とB市で
クラウド上のシステム等を共同利用



 

3．計画の推進に向けて 

計画の進行管理 

計画の推進にあたっては、計画の進行管理を行い、その成果を検証し、見直し・改善を行

う PDCAサイクルの実施が必要になります。 

本計画の推進にあたっては、各施策に対して設定した「重要業績評価指標（KPI）」に基づ

き、毎年、計画の進行状況について調査を行い、「区の情報システムの事務事業への活用に

関すること」及び「情報通信技術の活用及び運用に関すること」について協議する機関であ

る「情報化推進委員会」において、検証・評価をすることで、計画の見直し・改善を行い着

実な実施を図ります。 

情報化推進体制 

 

  

情報化推進委員会

情報化研究会

CIO（情報統括責任者）
企画財政部長

課
長

課
長

課
長

課
長

CIO補佐

各
種
部
会

情報政策課長

担
当
係
長

担
当
係
長

担
当
係
長

担
当
係
長
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計画推進・検証の PDCA サイクル 

 

 

今後のデジタル化の動向・取り組みへの対応 

ICTの急速な進展・普及、新型コロナウイルス感染症の拡大など社会状況の変化や、国に

おけるデジタル庁設置に向けた動き、法改正や関連計画の策定などを背景に、社会全体のデ

ジタル化はさらに加速して、新たな技術やサービスが生まれて普及していくことが考えられ

ます。 

例えば、区においても、電子署名の活用や電子契約書への移行など、社会全体の動向に合

わせながら、新たな取り組みを想定し、対応準備を進めておく必要があります。 

「新たな日常・生活に対応する区民サービスの提供」「行政運営の効率化・高度化に向け

たデジタル化」「デジタル化を支えるシステム・体制等の基盤強化」という本計画の基本目

標を実現するため、最新のデジタル化の動向を的確に把握し、適宜、施策・取り組みの見直

し・改善等を図りながら、区のデジタル・トランスフォーメーションを推進していきます。 

  

PLAN
（計画）

✓計画と目標の設定
✓計画に基づく取り組み
の実施

ＤO
（実行）

CHECK
（検証・評価）

ACTION
（見直し・改善）

✓成果・目標の検証・
評価に基づく計画の
見直し

✓成果と目標達成の確認



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

資料編 

1．用語解説 

2．情報化に関する 

 区民アンケート調査結果 

3．パブリックコメント結果 



 

1．用語解説 

本文中において注記を付した語句の解説一覧です（注記が付してある頁数を記載）。 

 用語 解説 頁 

英
数 

AI（Artificial 

Intelligence） 

言語や画像など大量のデータから、コンピュータが

規則性やルールなどを学習し、将来を予測し、結果

を判定するなどの機能を持つ技術。 

3 

AI-OCR(Optical 

Character Reader) 

印刷された文字等を読み取り、電子テキスト化する

技術・装置（OCR)に AIを活用したもの。AI に事前

学習させることで、手書き文字でも従来の OCRより

高精度で読み取ることができるなど、文字認識率が

飛躍的に向上している。 

48 

AIチャットボット 「チャット」と「ロボット」を組み合わせた造語

で、人工知能を活用した「自動会話プログラム」の

こと。 

13 

API（Application 

Programming 

Interface） 

ネットワークを通じて、Webサービス等の機能を外

部から利用するための、アプリケーションやシステ

ム間のインターフェース（異なる機器・装置を接続

する入出力部分）。 

50 

BPR（Business 

Process  

Re-engineering） 

既存の組織や業務のあり方を根本的に見直し、組織

構造、プロセス、情報基盤などを再設計・再構築す

る改革手法。 

7 

CIO（Chief 

Information 

Officer：情報統括

責任者） 

行政機関や企業などにおいて、業務革新や情報技術

の活用を推進する責任者。情報システム最適化に加

えて、組織や部門を越えて組織全体を俯瞰した経営

の変革を推進する主導的役割が求められる。 

56 

EBPM （Evidence 

Based Policy 

Making） 

官民データの活用により得られた統計や業務データ

などの客観的な証拠に基づき、政策や施策の企画及

び立案が行われること。 

10 

ECサイト

（Electronic 

Commerce Site） 

インターネット上で商品やサービスを販売するサイ

トのこと。 

44 

IaaS

（Infrastructure 

as a Service） 

自社でサーバーなどのハードウェアをもたずに、イ

ンターネット経由で必要な時に必要なだけサーバー

やストレージ、ネットワークリソースを利用するこ

とができるサービス。 

4 
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 用語 解説 頁 

ICT（Information 

and Communication 

Technology） 

情報通信技術を意味し、情報や通信に関する様々な

技術やサービスなどの総称。 

2 

ICT-BCP 情報システムや ICTの側面において、災害や事故を

受けても、重要業務をなるべく中断させず、中断し

てもできるだけ早急に復旧させるための計画。 

4 

ICTリテラシー 情報通信技術（ICT）を適切に活用する基礎的な知

識や技能のこと。 

14 

IoT（Internet of 

Things） 

コンピュータやスマートフォンなどの情報通信機器

のみならず、家電・自動車・建物や工場内の設備な

ど、あらゆる物体（モノ）に通信機能を持たせて、

インターネット接続や相互に通信して情報収集する

技術。 

3 

LGWAN（Local 

Government Wide 

Area Network） 

総合行政ネットワークの略称であり、地方公共団体

の組織内ネットワーク（庁内 LAN）を相互に接続し

た行政専用のネットワーク。 

59 

RPA（Robotic 

Process 

Automation） 

人がコンピュータを操作して行う作業を、ソフトウ

ェアが自動で代行するツールで、コンピュータ上で

動作するロボット。 

10 

Society5.0 「第 5期科学技術基本計画」（平成 28年１月 22日

閣議決定）において我が国が目指すべき未来社会の

姿として提唱された、狩猟社会（Society1.0）、農

耕社会（Society2.0）、工業社会（Society3.0）、

情報社会（Society4.0）に続く、サイバー空間（仮

想空間）とフィジカル空間（現実空間）を高度に融

合させたシステムにより、経済発展と社会的課題の

解決を両立する、人間中心の社会を指す。 

9 

5G（第 5世代移動

通信システム） 

現在、スマートフォンなどの通信技術の主流である

4G（第 4世代移動通信システム）に代わる次世代の

技術で、「超高速通信」「超低遅延通信」「多数同

時接続」といった特徴を有することを目指したもの

で、4Gから大幅な技術的な進化が見込まれる。 

44 

あ
行 

アプリケーション 表計算・文章作成・画像処理など作業目的に応じて

使う専用プログラムやソフトウェア。 

50 



 

 用語 解説 頁 

か
行 

基幹系情報システ

ム 

企業や官公庁で使用・保有するシステムのうち、業

務の中核となる重要なシステムのこと。自治体で

は、主に住民情報を扱う住民記録、税、国民健康保

険などに関するシステムを指す。 

2 

クラウドサービス 従来は手元のコンピュータで利用していたソフトウ

ェア・データなどを、インターネットなどを通じて

利用するサービスの形態。 

4 

クラウド・バイ・

デフォルト原則 

クラウドサービスが有する、「効率性の向上」「セ

キュリティ水準の向上」「技術革新対応力の向上」

などの優位性を考慮し、政府の情報システムはクラ

ウドサービスの利用を第一候補として検討するとい

う方針。 

60 

コンビニ交付サー

ビス 

マイナンバーカードを利用して区市町村が発行する

証明書（住民票の写し、印鑑登録証明書等）が全国

のコンビニエンスストア等のキオスク端末（マルチ

コピー機）から取得できるサービス。 

11 

さ
行 

三層の対策 個人番号利用事務系、LGWAN接続系、インターネッ

ト接続系の各システム・ネットワークを分離して、

相互に接続・通信ができないようにするセキュリテ

ィ対策。 

58 

自治体戦略 2040構

想研究会  

我が国が今後、本格的な人口減少と高齢化を迎える

中、多様な自治体行政の展開により社会構造の変化

への強靱性を向上させる観点から、老年人口（65歳

以上）が最大となる 2040年頃の自治体が抱える行

政課題を整理し、対応策を検討することを目的に設

置された研究会。 

10 

情報アクセシビリ

ティ 

情報の受け取りやすさ・利用しやすさを意味し、多

くの人々が不自由なく情報を得られるようにするこ

と。 

 19 

た
行 

デジタル・ガバメ

ント 

デジタル技術の徹底活用と官民協働を軸として、全

体最適を妨げる行政機関の縦割りや、国と地方、官

民という枠を超えて行政サービスを見直し、行政の

在り方そのものを変革していくこと。 

9 
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 用語 解説 頁 

デジタル・ディバ

イド（Digital 

Divide） 

情報通信技術の活用機会や活用能力の有無によって

生じる格差のこと。情報格差ともいう。 

19 

デジタル・トラン

スフォーメーショ

ン（DX：Digital 

Transformation） 

「ICTの浸透が人々の生活をあらゆる面でより良い

方向に変化させる」ものとして、ウメオ大学（スウ

ェーデン）のエリック・ストルターマン教授が 2004

年に提唱した概念。 

2 

東京都セキュリテ

ィクラウド 

東京都及び都内の区市町村のインターネットを介し

た通信を集約し、メールや Web閲覧を安全に行うた

めに必要な機器や設備を統合したシステム。 

58 

は
行 

ビッグデータ 様々な種類・形式が含まれるデータや、日々膨大に

生成・記録される時系列性・リアルタイム性のある

ような、従来の技術では記録や保管、解析が難しい

巨大なデータ群を指す。自治体においては、保有す

る住民情報などを抽象化したビッグデータを AIな

どの技術を用いて解析することで、政策立案への利

活用や行政サービスの高度化を目指す動きが始まっ

ている。 

40 

フィッシング詐欺 金融機関、ショッピングサイト等の実在する有名企

業を騙るメールを送信し、偽のウェブサイト（フィ

ッシングサイト）へ誘導することにより、銀行口座

情報、クレジットカード情報、ID、パスワード、氏

名等の重要な情報を詐取する詐欺。 

54 

  

  



 

2．情報化に関する区民アンケート調査結果 

区民アンケート調査の概要 

台東区情報化推進計画の策定にあたって、区民の情報通信機器やインターネットの利活用

状況及び区の情報化に関するニーズを把握するため、情報化に関する調査（郵送調査・Web

調査・区政サポーターへのアンケート）を実施し、1,300名分の回答がありました。 

 

実施した区民アンケート調査の概要 

 
郵送調査 Web調査 

区政サポーター 
アンケート 

調査方法 郵送調査 Web調査 電子メール又は 

郵送調査 

調査対象 住民基本台帳から無作

為に抽出した 18歳以上

の区民 

Web 調査会社にモニタ

ー登録している区民 

区政サポーター登録し

ている区民 

調査対象者数 1,500 人 ― 200 人 

調査時期 令和 2年 7月 9日～ 

令和 2年 7月 31日 

令和 2年 7月 1日～ 

令和 2年 7月 3日 

令和 2年 7月 7日～ 

令和 2年 7月 20日 

有効回答数 611件 500件 189 件 

有効回答率 40.7％ ― 94.5％ 
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区民アンケート調査項目 

 質問項目 郵送調査 Web調査 
区政 

サポーター 

回答者の属性 

性別 ○ ○ ○ 

年代 ○ ○ ○ 

職業 ○ ○ ○ 

家族構成 ○ ○ ○ 

居住地区 ○ ○ ○ 

居住年数 ○ ○ ○ 

情報通信機器や 

インターネット 

の利用状況 

保有情報通信機器 ○ ○ ○ 

インターネットの利用 ○ - ○ 

インターネットを 

利用しない理由 
○ - ○ 

台東区の 

行政サービス 

区からの情報入手手段 ○ ○ ○ 

関心のある区の情報の 

分野（現在・今後） 
○ ○ ○ 

電子申請の利用 ○ ○ ○ 

電子申請で行いたい手続 ○ ○ ○ 

電子申請を 

利用したくない理由 
○ ○ ○ 

オープンデータとして 

公開・活用してほしい情報 
○ ○ ○ 

アイデアソンへの参加 ○ ○ ○ 

キャッシュレスの利用 ○ ○ ○ 

キャッシュレスで 

利用したい決済手段 
○ ○ ○ 

キャッシュレスを 

利用したくない理由 
○ ○ ○ 

区が注力すべき情報化 ○ ○ ○ 

その他 自由意見 ○ ○ ○ 

  



 

回答者の属性 

(1)性別 

性別をお答えください。 

郵送調査と区政サポーターともに、女性の回答が多くなっています。Web 調査は男

女比が約 1:1となっています。 

 

性別の割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)年代 

年代をお答えください。 

郵送調査と Web 調査は各年齢層が幅広く分布しています。区政サポーターの回答者

は、40歳代・50歳代、60歳代以上が主要な年齢層となっています。 

 

年代の割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

30.1%

35.8%

18.0%

41.1%

39.6%

39.7%

28.5%

24.6%

42.3%

0.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

郵送調査(N=611)

Web調査(N=500)

区政サポーター(N=189)

10歳代～30歳代 40歳代・50歳代 60歳代以上 年齢無回答

男性

44.7%
女性

55.2%

無回答

0.2%

郵送調査(N=611)

男性

50.6%

女性

49.4%

Web調査(N=500)

男性

45.5%女性

54.5%

区政サポーター(N=189)
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(3)職業 

職業をお答えください。 

職業は、自営業や会社員、主婦（夫）など幅広く分布しています。 

 

職業の割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

自営業・個人

事業主等

15.4%

会社員・

公務員等

51.4%

主婦（夫）

10.5%

学生

2.6%

無職

9.2%

その他

10.5%

無回答

0.5%

郵送調査(N=611)

自営業・個人

事業主等

13.0%

会社員・

公務員等

58.8%

主婦（夫）

11.0%

学生

1.2%

無職

9.8%

その他

6.2%

Web調査(N=500)

自営業・個人

事業主等

17.5%

会社員・

公務員等

35.4%

主婦（夫）

20.1%

学生

4.2%

無職

14.3%

その他

8.5%

区政サポーター(N=189)



 

(4)家族構成 

あなた自身、または一緒にお住まいのご家族に次のような方はいらっしゃいます

か。 

郵送調査と Web調査は、未就学児や小中学生のいる世帯が、それぞれ約 10％、65歳

以上の方がいる世帯が約 20％前後となっています。区政サポーターは、未就学児や小

中学生のいる世帯が、それぞれ 14.8％、24.3％、65 歳以上の方がいる世帯が 43.9％

となっています。 

 

家族構成の割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5)居住地区 

お住まいの地域をお答えください。 

回答者の居住地区は以下のとおりです。 

 

居住地区の割合 

 

 

 

 

 

 

 

9.7%

9.8%

25.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

小学校入学前の子供

小中学校に通っている子供

65歳以上の方

郵送調査(N=611)

地区 割合 地区 割合 地区 割合
台東 10.1% 駒形 1.0% 今戸 2.1%
柳橋 0.8% 北上野 1.8% 東浅草 0.7%
浅草橋 4.3% 下谷 4.1% 橋場 2.6%
鳥越 1.5% 根岸 6.2% 清川 2.1%

蔵前 4.1% 入谷 3.1% 日本堤 1.6%
小島 1.5% 竜泉 5.4% 三ノ輪 1.6%
三筋 1.3% 松が谷 4.9% 池之端 3.3%
秋葉原 0.0% 西浅草 3.4% 上野公園 0.0%
上野 1.1% 雷門 2.1% 上野桜木 1.0%
東上野 4.3% 浅草 8.2% 谷中 3.9%
元浅草 2.9% 花川戸 0.8% 無回答 0.3%
寿 3.1% 千束 4.6%

郵送調査（N=611）

9.6%

7.0%

18.6%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

小学校入学前の子供

小中学校に通っている子供

65歳以上の方

Web調査(N=500)

14.8%

24.3%

43.9%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

小学校入学前の子供

小中学校に通っている子供

65歳以上の方

区政サポーター(N=189)
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地区 割合 地区 割合 地区 割合
台東 27.6% 駒形 1.4% 今戸 1.8%
柳橋 2.0% 北上野 1.2% 東浅草 1.4%
浅草橋 4.0% 下谷 2.4% 橋場 1.6%
鳥越 1.0% 根岸 3.8% 清川 1.2%

蔵前 4.0% 入谷 2.0% 日本堤 2.2%
小島 0.8% 竜泉 2.4% 三ノ輪 2.6%
三筋 1.8% 松が谷 2.4% 池之端 1.2%
秋葉原 0.2% 西浅草 4.6% 上野公園 0.0%
上野 1.8% 雷門 1.4% 上野桜木 0.2%
東上野 2.6% 浅草 6.2% 谷中 2.8%
元浅草 4.6% 花川戸 1.0% 無回答 0.0%
寿 3.4% 千束 2.4%

Web調査（N=500）

地区 割合

竹町 4.2%
東上野 2.1%
上野 5.8%
入谷 13.8%

金杉 13.2%
谷中 5.3%
浅草橋 8.5%

浅草寿 12.7%
雷門 10.1%
馬道 14.8%

清川 9.5%

区政サポーター（N=189）



 

(6)居住年数 

台東区内にはどのくらいの期間お住まいですか。 

郵送調査と Web 調査において、20 年以上の長期居住に次いで、5 年未満の短期居住

の割合が多くなっています。区政サポーターは、20年以上の長期居住が約 50％となっ

ています。郵送調査の年代別の結果では、比較的高い年代では長期にわたって台東区

に居住している区民が多いですが、比較的若い世代では 5年未満が多くなっています。 

 

居住年数の割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

居住年数の割合（年代別） 

 

  

8.2%

1.6%

48.4%

23.1%

6.3%

13.0%

16.3%

6.3%

4.9%

15.1%

8.0%

4.9%

8.8%

8.6%

20.7%

35.1%

70.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

10歳代～30歳代(N=184)

40歳代・50歳代(N=251)

60歳代以上(N=174)

郵送調査(N=611)

1年未満 1年以上～5年未満 5年以上～10年未満
10年以上～15年未満 15年以上～20年未満 20年以上

3.1%

26.0%

12.4%

10.0%

7.5%

40.8%

0.2%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

1年未満

1年以上～5年未満

5年以上～10年未満

10年以上～15年未満

15年以上～20年未満

20年以上

無回答

郵送調査(N=611)

7.2%

25.8%

14.6%

13.0%

7.8%

31.6%

0.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

1年未満

1年以上～5年未満

5年以上～10年未満

10年以上～15年未満

15年以上～20年未満

20年以上

無回答

Web調査(N=500)

0.0%

7.4%

16.4%

15.9%

10.1%

49.7%

0.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

1年未満

1年以上～5年未満

5年以上～10年未満

10年以上～15年未満

15年以上～20年未満

20年以上

無回答

区政サポーター(N=189)
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情報通信機器やインターネットの利用状況 

(1)保有情報通信機器 

あなたのご家庭には、どのような情報通信機器がありますか。 

すべての調査において、スマートフォンの保有率が約 90％となり、パソコンの保有

率を上回っています。また、タブレット型端末も約 40％～50％が保有しています。 

郵送調査において、上記 3 機器をいずれも保有していない回答者は約 5％ですが、

その大半が 60歳代以上の方となっています。 

 

保有情報通信機器の割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

90.3%

76.6%

55.0%

52.0%

39.6%

29.0%

28.3%

22.7%

0.7%

1.0%

1.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

スマートフォン

パソコン

固定電話

タブレット型端末

インターネットに

接続できるテレビ

FAX

インターネットに接続

できるゲーム機

携帯電話（スマート

フォン除く）・PHS

何も持っていない

その他

無回答

郵送調査(N=611)

93.0%

79.8%

45.8%

43.2%

33.8%

23.2%

21.4%

13.2%

0.8%

0.4%

0.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

スマートフォン

パソコン

固定電話

タブレット型端末

インターネットに

接続できるテレビ

FAX

インターネットに接続

できるゲーム機

携帯電話（スマート

フォン除く）・PHS

何も持っていない

その他

無回答

Web調査(N=500)

88.4%

87.8%

75.1%

49.7%

39.7%

46.0%

33.9%

29.6%

0.0%

0.5%

0.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

スマートフォン

パソコン

固定電話

タブレット型端末

インターネットに

接続できるテレビ

FAX

インターネットに接続

できるゲーム機

携帯電話（スマート

フォン除く）・PHS

何も持っていない

その他

無回答

区政サポーター(N=189)



 

スマートフォン・パソコン・タブレット型端末の保有割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

90.3%

76.6%

52.0%

4.9%

0% 50% 100%

スマートフォン

パソコン

タブレット型端末

上記3機器をいずれも

保有していない

郵送調査(N=611)郵送調査(N=611)

32.7%

34.1%

36.1%

3.3%

43.1%

44.4%

44.0%

13.3%

24.2%

21.5%

19.9%

83.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

スマートフォン

パソコン

タブレット型端末

上記3機器をいずれも

保有していない

10歳代～30歳代 40歳代・50歳代 60歳代以上
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(2)インターネットの利用 

あなたは、パソコンや携帯電話、スマートフォンなどの機器でインターネットを利

用していますか。 

インターネット利用率は、郵送調査で 87.7％、区政サポーターで 93.1％となってい

ます。また、郵送調査の結果を年代別にみると、10歳代～30歳代は 96.2％、40歳代・

50歳代は 95.6％、60歳代以上は 67.2％となっています。 

 

インターネット利用の割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

インターネット利用の割合（年代別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

87.7%

93.1%

0.5% 3.3%

4.2%

6.4%

2.1%

2.1%

0.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

郵送調査（N=611）

区政サポーター（N=189）

利用している 利用していないが、近々利用する

利用していないが、今後利用したいと思っている 利用しておらず、今後も利用するつもりはない

無回答

96.2%

95.6%

67.2%

0.8%

0.6%

2.0%

8.6%

1.6%

0.4%

20.1%

2.2%

1.2%

3.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

10歳代～30歳代(N=184)

40歳代・50歳代(N=251)

60歳代以上(N=174)

郵送調査(N=611)

利用している 利用していないが、近々利用する

利用していないが、今後利用したいと思っている 利用しておらず、今後も利用するつもりはない

無回答



 

(3)インターネットを利用しない理由 

あなたが、現在インターネットを利用していない理由は何ですか。 

インターネットを利用しない理由として、「操作が難しい」「必要性がない」「個人情

報が洩れることが不安」などという意見が多くなっています。 

 

インターネットを利用しない理由の割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

58.1%

46.8%

32.3%

27.4%

27.4%

19.4%

19.4%

3.2%

0% 20% 40% 60% 80%

操作が難しい

必要性が無い

個人情報が漏れることが不安

月々の利用料金が高い

利用するきっかけがなかった

機器の購入費が高い

何ができるか分からない

無回答

郵送調査(N=62)

66.7%

25.0%

16.7%

33.3%

8.3%

25.0%

8.3%

8.3%

0% 20% 40% 60% 80%

操作が難しい

必要性が無い

個人情報が漏れることが不安

月々の利用料金が高い

利用するきっかけがなかった

機器の購入費が高い

何ができるか分からない

無回答

区政サポーター(N=12)
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台東区の行政サービス 

(1)区からの情報入手手段 

あなたは、現在、区からの情報をどのような手段で入手していますか。今後はどの

ような手段で区からの情報を入手したいと思いますか。 

いずれの調査においても、「広報たいとう（配布された広報紙）」から情報を入手し

ている割合が高く、続いて「区公式ホームページ（スマートフォン、タブレット）」「区

公式ホームページ（パソコン）」「区議会だより」などから情報を入手している方が多

くなっています。 

 

区からの情報入手手段の割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

郵送調査(N=611)

広報たいとう（配布された広報紙） 74.5% 41.7%

区公式ホームページ（スマートフォン、タブレット） 38.5% 36.5%

区公式ホームページ（パソコン） 30.0% 26.8%

区議会だより 27.5% 12.8%

回覧板 24.1% 11.9%

町会・自治会の掲示板 21.8% 12.9%

広報たいとう（区公式ホームページから） 19.3% 19.0%

家族・知人などからのクチコミ 17.8% 9.2%

公共施設の掲示板 16.9% 9.2%

暮らしのしおり（わたしの便利帳） 15.7% 10.5%

区役所、公共施設への電話による問合せ 14.7% 11.0%

新聞・テレビなどのマスコミ 14.7% 9.5%

区役所、公共施設にて窓口での問合せ 9.5% 7.0%

広報たいとう（スマートフォンのアプリなどから） 8.3% 15.7%

ケーブルテレビ（区民チャンネル） 7.0% 6.1%

たいとうメールマガジン 4.1% 8.2%

区公式Twitter 3.8% 9.7%

説明会などの地域での集会 2.5% 2.3%

区公式ホームページ（携帯電話※スマートフォン除く） 1.6% 3.1%

個人のホームページ 1.5% 1.6%

YouTube「台東区公式チャンネル」 0.8% 6.5%

その他 2.0% 2.1%

無回答 9.7% 26.0%

現在 今後



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Web調査(N=500)

広報たいとう（配布された広報紙） 80.6% 65.0%

区議会だより 26.4% 12.2%

区公式ホームページ（パソコン） 25.4% 28.0%

広報たいとう（区公式ホームページから） 23.8% 28.2%

区公式ホームページ（スマートフォン、タブレット） 22.0% 29.2%

回覧板 17.4% 9.0%

町会・自治会の掲示板 15.8% 9.8%

家族・知人などからのクチコミ 14.4% 9.8%

公共施設の掲示板 12.0% 7.2%

ケーブルテレビ（区民チャンネル） 10.4% 8.6%

新聞・テレビなどのマスコミ 9.4% 5.4%

広報たいとう（スマートフォンのアプリなどから） 9.0% 15.8%

暮らしのしおり（わたしの便利帳） 9.0% 6.6%

区役所、公共施設への電話による問合せ 5.8% 5.8%

たいとうメールマガジン 5.0% 10.6%

区役所、公共施設にて窓口での問合せ 4.6% 5.4%

区公式Twitter 4.2% 9.8%

YouTube「台東区公式チャンネル」 2.2% 7.0%

個人のホームページ 2.2% 1.6%

説明会などの地域での集会 1.8% 2.6%

区公式ホームページ（携帯電話※スマートフォン除く） 1.6% 3.0%

その他 2.6% 3.2%

無回答 0.0% 0.0%

現在 今後

区政サポーター(N=189)

広報たいとう（配布された広報紙） 91.5% 78.8%

区議会だより 47.1% 27.0%

区公式ホームページ（パソコン） 37.0% 37.0%

町会・自治会の掲示板 36.5% 27.0%

回覧板 36.0% 26.5%

広報たいとう（区公式ホームページから） 32.3% 25.9%

区公式ホームページ（スマートフォン、タブレット） 30.2% 29.6%

公共施設の掲示板 28.6% 23.8%

家族・知人などからのクチコミ 22.8% 9.0%

暮らしのしおり（わたしの便利帳） 21.7% 17.5%

ケーブルテレビ（区民チャンネル） 18.0% 13.2%

新聞・テレビなどのマスコミ 15.9% 9.0%

区役所、公共施設への電話による問合せ 13.8% 16.4%

広報たいとう（スマートフォンのアプリなどから） 11.1% 21.7%

区役所、公共施設にて窓口での問合せ 7.9% 10.6%

たいとうメールマガジン 7.9% 12.7%

区公式Twitter 3.7% 7.9%

説明会などの地域での集会 3.2% 3.7%

YouTube「台東区公式チャンネル」 3.2% 6.3%

区公式ホームページ（携帯電話※スマートフォン除く） 2.6% 3.2%

個人のホームページ 2.1% 1.6%

その他 1.1% 2.1%

無回答 2.1% 0.5%

現在 今後



資料編 

 

「今後どのような手段で区の情報を入手したいか」について、郵送調査では、年齢

が上がるほど「広報たいとう（配布された広報誌）」が高くなる一方で、30歳代以下で

は、「区公式ホームページ（スマートフォン、タブレット）」が高くなっています。 

 

今後活用したい、区からの情報入手手段の割合（年代別）※上位 10項目 

 

 

  

43.8%

41.8%

33.9%

21.1%

17.1%

12.7%

12.4%

11.6%

10.4%

9.6%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

広報たいとう（配布された広報紙）

区公式ホームページ（スマートフォン、タブレット）

区公式ホームページ（パソコン）

広報たいとう（区公式ホームページから）

広報たいとう（スマートフォンのアプリなどから）

回覧板

区議会だより

区役所、公共施設への電話による問合せ

町会・自治会の掲示板

区公式Twitter

郵送調査・40歳・50歳代（N=251）郵送調査・40歳代・50歳代（N=251）

46.7%

35.3%

27.2%

20.1%

17.4%

15.8%

12.0%

12.0%

12.0%

10.9%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

区公式ホームページ（スマートフォン、タブレット）

広報たいとう（配布された広報紙）

区公式ホームページ（パソコン）

広報たいとう（区公式ホームページから）

広報たいとう（スマートフォンのアプリなどから）

区公式Twitter

町会・自治会の掲示板

区役所、公共施設への電話による問合せ

たいとうメールマガジン

家族・知人などからのクチコミ

郵送調査・10歳代～30歳代（N=184）

46.0%

19.0%

19.0%

17.8%

17.8%

17.8%

16.7%

14.9%

13.8%

12.6%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

広報たいとう（配布された広報紙）

回覧板

区議会だより

区公式ホームページ（スマートフォン、タブレット）

町会・自治会の掲示板

暮らしのしおり（わたしの便利帳）

区公式ホームページ（パソコン）

広報たいとう（区公式ホームページから）

新聞・テレビなどのマスコミ

公共施設の掲示板

郵送調査・60歳代以上（N=174）郵送調査・60歳代以上(N=174)



 

(2)関心のある区の情報の分野 

あなたは、区に関する情報のうち、どのような分野の情報に関心がありますか。 

いずれの調査においても、「防災・防犯」「保健・医療」「イベントや催し」「ごみ分

別やリサイクル」「文化・観光」「施設利用」の情報への関心が高くなっています。 

加えて、区政サポーターでは「まちづくり」「生涯学習」の情報に対する関心も高い

傾向にあります。 

 

関心のある区の情報の分野の割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

41.1%

38.1%

30.4%

29.6%

27.8%

26.4%

19.5%

17.0%

16.5%

15.1%

13.6%

10.5%

9.2%

8.2%

5.7%

3.1%

2.6%

1.6%

0.8%

2.0%

1.5%

0% 20% 40% 60% 80%

防災・防犯

保健・医療

イベントや催し

ごみ分別やリサイクル

文化・観光

施設利用

福祉サービス

各種相談窓口や申請

まちづくり

子育て

生涯学習

経済・産業

学校教育

環境保全や公害

サークル・ボランティア

区議会

施策や統計

国内外の都市との交流

入札・工事

その他

無回答

郵送調査(N=611)

35.2%

25.0%

22.6%

25.0%

32.0%

19.0%

10.4%

13.6%

14.8%

12.2%

8.0%

13.8%

6.2%

4.2%

5.2%

2.0%

1.8%

0.6%

1.2%

1.6%

0.0%

0% 20% 40% 60% 80%

防災・防犯

保健・医療

イベントや催し

ごみ分別やリサイクル

文化・観光

施設利用

福祉サービス

各種相談窓口や申請

まちづくり

子育て

生涯学習

経済・産業

学校教育

環境保全や公害

サークル・ボランティア

区議会

施策や統計

国内外の都市との交流

入札・工事

その他

無回答

Web調査(N=500)

64.6%

46.6%

58.7%

45.0%

56.6%

52.4%

30.2%

32.8%

43.9%

32.3%

47.6%

36.0%

27.5%

36.5%

29.6%

18.0%

13.8%

12.2%

7.4%

0.0%

0.0%

0% 20% 40% 60% 80%

防災・防犯

保健・医療

イベントや催し

ごみ分別やリサイクル

文化・観光

施設利用

福祉サービス

各種相談窓口や申請

まちづくり

子育て

生涯学習

経済・産業

学校教育

環境保全や公害

サークル・ボランティア

区議会

施策や統計

国内外の都市との交流

入札・工事

その他

無回答

区政サポーター(N=189)



資料編 

 

郵送調査の年代別で比較すると、いずれの年代も「防災・防犯」「保健・医療」の情

報が上位となるほか、10歳代～30歳代では「子育て」、40歳代・50 歳代では「ごみ分

別やリサイクル」、60歳代以上は「保健・医療」「福祉サービス」の情報について、他

の年代よりも高い割合となっています。  

 

関心のある区の情報の分野の割合（年代別）※上位 7項目 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

41.3%

31.5%

30.4%

28.8%

26.6%

25.0%

22.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

防災・防犯

保健・医療

子育て

イベントや催し

施設利用

ごみ分別やリサイクル

各種相談窓口や申請

郵送調査・10歳代～30歳代（N=184）

45.4%

36.7%

34.3%

32.3%

31.9%

25.5%

17.9%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

防災・防犯

保健・医療

ごみ分別やリサイクル

イベントや催し

文化・観光

施設利用

福祉サービス

郵送調査・40歳代・50歳代（N=251）

47.1%

35.1%

29.9%

29.3%

28.2%

27.0%

27.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

保健・医療

防災・防犯

イベントや催し

文化・観光

ごみ分別やリサイクル

施設利用

福祉サービス

郵送調査・60歳代以上（N=174）



 

(3)電子申請の利用 

あなたはこれまでに電子申請を利用したことがありますか。 

いずれの調査においても、「利用したことがある」と「利用したことはないが、今後

利用してみたい」を合わせると、約 75％～80％の区民が電子申請を利用したい意向が

あり、行政手続のオンライン化への関心が高いことがわかります。 

また、郵送調査の年代別の傾向においては、50歳代以下で電子申請の利用意向が高

い一方で、60歳代以上は「利用しておらず、今後も利用するつもりはない」が 40.8％

となっています。 

 

電子申請の利用の割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

電子申請の利用の割合（年代別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

10.9%

13.1%

13.8%

72.8%

67.7%

43.7%

16.3%

18.3%

40.8%

0.0%

0.8%

1.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

10歳代～30歳代(N=184)

40歳代・50歳代(N=251)

60歳代以上(N=174)

郵送調査(N=611)

利用したことがある 利用したことはないが、今後利用してみたい

利用しておらず、今後も利用するつもりはない 無回答

利用した

ことがある

12.8%

利用したことはないが、

今後利用してみたい

62.4%

利用しておらず、

今後も利用する

つもりはない

24.1%

無回答

0.8%

郵送調査(N=611)

利用した

ことがある

17.8%

利用したことはないが、

今後利用してみたい

61.0%

利用しておらず、

今後も利用する

つもりはない

21.2%

Web調査(N=500)

利用した

ことがある

19.6%

利用したことはないが、

今後利用してみたい

57.7%

利用しておらず、

今後も利用する

つもりはない

22.2%

無回答

0.5%

区政サポーター(N=189)



資料編 

 

 (4)電子申請で行いたい手続 

あなたが区役所や保健所などの窓口でなく、自宅のパソコンやスマートフォンから

行いたい手続は何ですか。 

いずれの調査においても、「住民票の写し、印鑑登録証明書、戸籍謄本などの証明書

の請求」や「転入届、転出届などの住所変更に関する手続」の電子申請を希望する割

合が高いことがわかります。また、区政サポーターでは、「高齢者向けサービスに関す

る手続」「後期高齢者医療に関する手続」などが、他の調査と比較して高くなっていま

す。 

 

電子申請で行いたい手続の割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

81.0%

39.7%

17.4%

17.0%

16.6%

14.6%

13.9%

13.9%

12.2%

10.2%

7.4%

6.8%

5.7%

4.4%

3.7%

3.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

住民票の写し、印鑑登録証明書、

戸籍謄本などの証明書の請求

転入届、転出届などの

住所変更に関する手続

介護サービスに関する手続

児童手当、子ども医療費助成など

子育て給付に関する手続

高齢者向けサービスに関する手続

国民健康保険の加入・喪失などの手続

出生届、婚姻届などの

戸籍に関する届出の手続

特別区税に関する申告や

証明書などの請求

保育園入園、一時保育、こども

クラブなど保育に関する手続

後期高齢者医療に関する手続

障害者向けサービスに関する手続

妊娠届など母子保健に関する手続

飼い犬の登録・死亡などに関する手続

その他

特になし

無回答

郵送調査(N=459)

67.0%

35.5%

7.6%

10.9%

9.9%

9.4%

13.2%

15.5%

7.4%

4.6%

3.6%

3.8%

3.8%

7.9%

6.9%

0.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

住民票の写し、印鑑登録証明書、

戸籍謄本などの証明書の請求

転入届、転出届などの

住所変更に関する手続

介護サービスに関する手続

児童手当、子ども医療費助成など

子育て給付に関する手続

高齢者向けサービスに関する手続

国民健康保険の加入・喪失などの手続

出生届、婚姻届などの

戸籍に関する届出の手続

特別区税に関する申告や

証明書などの請求

保育園入園、一時保育、こども

クラブなど保育に関する手続

後期高齢者医療に関する手続

障害者向けサービスに関する手続

妊娠届など母子保健に関する手続

飼い犬の登録・死亡などに関する手続

その他

特になし

無回答

Web調査(N=394)

74.7%

34.9%

31.5%

31.5%

37.7%

21.9%

19.2%

28.1%

19.2%

28.8%

9.6%

11.0%

6.2%

8.2%

5.5%

0.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

住民票の写し、印鑑登録証明書、

戸籍謄本などの証明書の請求

転入届、転出届などの

住所変更に関する手続

介護サービスに関する手続

児童手当、子ども医療費助成など

子育て給付に関する手続

高齢者向けサービスに関する手続

国民健康保険の加入・喪失などの手続

出生届、婚姻届などの

戸籍に関する届出の手続

特別区税に関する申告や

証明書などの請求

保育園入園、一時保育、こども

クラブなど保育に関する手続

後期高齢者医療に関する手続

障害者向けサービスに関する手続

妊娠届など母子保健に関する手続

飼い犬の登録・死亡などに関する手続

その他

特になし

無回答

区政サポーター(N=146)



 

郵送調査の年代別で比較すると、10歳代～30歳代では「児童手当、子ども医療費助

成など子育て給付に関する手続」「保育園入園、一時保育、こどもクラブなど保育に関

する手続」「出生届、婚姻届などの戸籍に関する届出の手続」、40 歳代・50 歳代では

「児童手当、子ども医療費助成など子育て給付に関する手続」「介護サービスに関する

手続」、60歳代以上は「高齢者向けサービスに関する手続」「介護サービスに関する手

続」「後期高齢者医療に関する手続」などが回答の上位にあがっています。 

 

電子申請で行いたい手続の割合（年代別） ※上位 7項目 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

83.8%

54.5%

24.0%

22.7%

21.4%

20.1%

14.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

住民票の写し、印鑑登録証明書、

戸籍謄本などの証明書の請求

転入届、転出届などの

住所変更に関する手続

児童手当、子ども医療費助成など

子育て給付に関する手続

保育園入園、一時保育、こども

クラブなど保育に関する手続

出生届、婚姻届などの

戸籍に関する届出の手続

国民健康保険の加入・喪失などの手続

妊娠届など母子保健に関する手続

郵送調査・10歳代～30歳代（N=154）

71.0%

47.0%

38.0%

26.0%

17.0%

11.0%

10.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

住民票の写し、印鑑登録証明書、

戸籍謄本などの証明書の請求

高齢者向けサービスに関する手続

介護サービスに関する手続

後期高齢者医療に関する手続

転入届、転出届などの

住所変更に関する手続

国民健康保険の加入・喪失などの手続

特別区税に関する申告や

証明書などの請求

郵送調査・60歳代以上（N=100）

83.7%

39.4%

18.2%

16.3%

16.3%

12.3%

11.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

住民票の写し、印鑑登録証明書、

戸籍謄本などの証明書の請求

転入届、転出届などの

住所変更に関する手続

児童手当、子ども医療費助成など

子育て給付に関する手続

介護サービスに関する手続

特別区税に関する申告や

証明書などの請求

国民健康保険の加入・喪失などの手続

高齢者向けサービスに関する手続

郵送調査・40歳代・50歳代（N=203）



資料編 

 

 (5)電子申請を利用したくない理由 

電子申請を利用したくない理由は何ですか。 

電子申請を利用したくない理由として、「利用するきっかけ・タイミングがないから」

「利用するメリットがわからない（利用したい手続が特にない）から」「セキュリティ

面で不安があるから」などの意見が多くなっています。また、Web調査では「申請手続

が煩雑だから」が回答の上位にあがっており、区政サポーターでは「対面で職員と相

談しながら申請や届出をしたいから」と「電子申請だと申請や届出が届いているか不

安だから」が他の調査と比較して高くなっています。 

 

電子申請を利用したくない理由の割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

37.4%

29.9%

28.6%

27.2%

25.2%

19.0%

13.6%

12.9%

3.4%

4.1%

0% 20% 40% 60%

利用するきっかけ・

タイミングがないから

利用するメリットがわからない

（利用したい手続が特にない）から

セキュリティ面で不安があるから

電子申請の操作方法が難しいから

対面で職員と相談しながら

申請や届出をしたいから

申請手続が煩雑だから

電子申請だと申請や届出が

届いているか不安だから

インターネットが使える

環境が整ってないから

その他

無回答

郵送調査(N=147)

50.0%

22.6%

15.1%

6.6%

7.5%

17.0%

6.6%

8.5%

4.7%

0.0%

0% 20% 40% 60%

利用するきっかけ・

タイミングがないから

利用するメリットがわからない

（利用したい手続が特にない）から

セキュリティ面で不安があるから

電子申請の操作方法が難しいから

対面で職員と相談しながら

申請や届出をしたいから

申請手続が煩雑だから

電子申請だと申請や届出が

届いているか不安だから

インターネットが使える

環境が整ってないから

その他

無回答

Web調査(N=106)

26.2%

26.2%

47.6%

26.2%

38.1%

14.3%

23.8%

14.3%

2.4%

7.1%

0% 20% 40% 60%

利用するきっかけ・

タイミングがないから

利用するメリットがわからない

（利用したい手続が特にない）から

セキュリティ面で不安があるから

電子申請の操作方法が難しいから

対面で職員と相談しながら

申請や届出をしたいから

申請手続が煩雑だから

電子申請だと申請や届出が

届いているか不安だから

インターネットが使える

環境が整ってないから

その他

無回答

区政サポーター(N=42)



 

(6)オープンデータとして公開・活用してほしい情報 

あなたは、どのような情報をオープンデータとして公開して活用を図って欲しいと

思いますか。 

「防災」「福祉・医療」「観光・産業」「まちづくり」に関する情報について、オープ

ンデータとしての公開・活用を希望する割合が高くなっています。また、区政サポー

ターでは「教育」「環境」などへの回答割合も高くなっています。 

 

オープンデータとして公開・活用してほしい情報の割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

68.9%

55.3%

30.3%

23.7%

20.3%

18.5%

16.7%

15.9%

2.9%

2.0%

0% 20% 40% 60% 80%

防災

福祉・医療

観光・産業

まちづくり

子育て

教育

環境

行政運営

その他

無回答

郵送調査(N=611)

51.6%

44.4%

33.4%

29.2%

19.4%

20.6%

15.0%

13.6%

2.0%

0.0%

0% 20% 40% 60% 80%

防災

福祉・医療

観光・産業

まちづくり

子育て

教育

環境

行政運営

その他

無回答

Web調査(N=500)

72.5%

60.8%

49.2%

44.4%

37.6%

42.9%

42.3%

36.0%

1.6%

2.6%

0% 20% 40% 60% 80%

防災

福祉・医療

観光・産業

まちづくり

子育て

教育

環境

行政運営

その他

無回答

区政サポーター(N=189)



資料編 

 

郵送調査の年代別で比較すると、いずれの年代でも「防災」「福祉・医療」の割合が

高く、10歳代～30歳代で「子育て」「教育」、40歳代・50歳代では「観光・産業」「ま

ちづくり」、60歳代以上は「環境」「まちづくり」などが回答の上位にあがっています。 

 

 オープンデータとして公開・活用してほしい情報の割合（年代別） ※上位 5項目 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

65.8%

41.3%

38.6%

29.9%

28.3%

0% 20% 40% 60% 80%

防災

福祉・医療

子育て

教育

観光・産業

郵送調査・10歳代～30歳代（N=184）

76.4%

63.8%

23.6%

22.4%

20.1%

0% 20% 40% 60% 80%

福祉・医療

防災

環境

まちづくり

観光・産業

郵送調査・60歳代以上（N=174）

75.3%

51.0%

38.6%

24.3%

21.1%

0% 20% 40% 60% 80%

防災

福祉・医療

観光・産業

まちづくり

教育

郵送調査・40歳代・50歳代（N=251）



 

(7)アイデアソンへの参加 

「アイデアソン」という取り組みに、課題を提起する「住民の立場」として参加し

たいと思いますか。 

いずれの調査においても、「興味があり、参加したい」と「興味はあるが、参加した

くない」を合わせると、約 70％～80％の区民がアイデアソンに関心を持っていること

がわかります。 

また、郵送調査の年代別で比較すると、各年代ともに約 70％以上の方が関心を持っ

ており、特に 40歳代・50歳代の参加意欲が、他の年代と比較して高くなっています。 

 

アイデアソンへの参加意欲の割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アイデアソンへの参加意欲の割合（年代別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

22.8%

25.9%

14.9%

51.1%

49.0%

56.3%

25.5%

23.5%

24.7%

0.5%

1.6%

4.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

10歳代～30歳代(N=184)

40歳代・50歳代(N=251)

60歳代以上(N=174)

郵送調査(N=611)

興味があり、参加したい 興味はあるが、参加したくない

興味はなく、参加したくない 無回答

興味があり、

参加したい

21.8%

興味はあるが、

参加したくない

51.9%

興味はなく、

参加したくない

24.4%

無回答

2.0%

郵送調査(N=611)

興味があり、

参加したい

25.8%

興味はあるが、

参加したくない

45.8%

興味はなく、

参加したくない

28.4%

Web調査(N=500)

興味があり、

参加したい

46.6%

興味はあるが、

参加したくない

37.0%

興味はなく、

参加したくない

14.8%

無回答

1.6%

区政サポーター(N=189)



資料編 

 

 (8)キャッシュレスの利用 

税金や保険料、各種証明書の発行手数料など公共料金の支払いについて、キャッシ

ュレスで支払うことができる場合、利用したいと思いますか。 

いずれの調査においても、「利用したいと思う」が約 80％であり、行政サービスに

おけるキャッシュレス決済への関心が高いことがわかります。 

また、郵送調査の年代別で比較すると、50歳代以下はキャッシュレスの利用意向が

高い一方で、60歳代以上は「利用したいとは思わない」が 42.5％となっています。 

 

キャッシュレスの利用意向の割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

キャッシュレスの利用意向の割合（年代別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

88.6%

83.3%

52.9%

10.3%

16.3%

42.5%

1.1%

0.4%

4.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

10歳代～30歳代(N=184)

40歳代・50歳代(N=251)

60歳代以上(N=174)

郵送調査(N=611)

利用したいと思う 利用したいとは思わない 無回答

利用したいと思う

76.3%

利用したいとは

思わない

21.9%

無回答

1.8%

郵送調査(N=611)

利用したいと思う

81.4%

利用したいとは

思わない

18.6%

Web調査(N=500)

利用したいと思う

76.2%

利用したいとは

思わない

23.3%

無回答

0.5%

区政サポーター(N=189)



 

 (9)キャッシュレスで利用したい決済手段 

どの決済手段を利用したいと思いますか。 

いずれの調査においても、「クレジットカード」「交通系電子マネー（Suica、PASMO

など）」を希望する割合が高いことがわかります。また、Web 調査では、「QR コード決

済（LINEPay、PayPayなど）」が、他の調査と比較して高くなっています。 

 

キャッシュレスで利用したい決済手段の割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

85.4%

64.2%

40.1%

30.0%

22.1%

2.6%

2.4%

0.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

クレジットカード

交通系電子マネー

（Suica、PASMOなど）

QRコード決済

（LINEPay、PayPayなど）

交通系以外の電子マネー

（WAON、nanaco、楽天Edyなど）

その他スマートフォン決済

（ApplePay,GooglePayなど）

その他の決済手段

利用したい特定の決済手段

はないが、興味はある

無回答

郵送調査(N=466)

88.9%

49.4%

50.1%

32.9%

21.6%

0.5%

1.0%

0.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

クレジットカード

交通系電子マネー

（Suica、PASMOなど）

QRコード決済

（LINEPay、PayPayなど）

交通系以外の電子マネー

（WAON、nanaco、楽天Edyなど）

その他スマートフォン決済

（ApplePay,GooglePayなど）

その他の決済手段

利用したい特定の決済手段

はないが、興味はある

無回答

Web調査(N=407)

86.1%

60.4%

29.2%

28.5%

9.7%

1.4%

0.7%

0.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

クレジットカード

交通系電子マネー

（Suica、PASMOなど）

QRコード決済

（LINEPay、PayPayなど）

交通系以外の電子マネー

（WAON、nanaco、楽天Edyなど）

その他スマートフォン決済

（ApplePay,GooglePayなど）

その他の決済手段

利用したい特定の決済手段

はないが、興味はある

無回答

区政サポーター(N=144)
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郵送調査の年代別で比較すると、10歳代～30歳代と 40歳代・50歳代では「QRコー

ド決済（LINEPay、PayPayなど）」が、60歳代以上では、「交通系以外の電子マネー（WAON、

nanaco、楽天 Edy など）」が回答の上位にあがっています。 

 

キャッシュレスで利用したい決済手段の割合（年代別）※上位 3項目 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

86.5%

65.0%

44.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

クレジットカード

交通系電子マネー

（Suica、PASMOなど）

QRコード決済

（LINEPay、PayPayなど）

郵送調査・10歳代～30歳代（N=163）

88.0%

67.5%

44.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

クレジットカード

交通系電子マネー

（Suica、PASMOなど）

QRコード決済

（LINEPay、PayPayなど）

郵送調査・40歳代・50歳代（N=209）

77.2%

54.3%

23.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

クレジットカード

交通系電子マネー

（Suica、PASMOなど）

交通系以外の電子マネー

（WAON、nanaco、楽天Edyなど）

郵送調査・60歳代以上（N=92）



 

(10)キャッシュレスを利用したくない理由 

「利用したいとは思わない」理由は何ですか。 

キャッシュレス決済を利用したくない理由として、「現金の方が使いやすいから」

「キャッシュレス決済を利用するための情報通信機器を保有していないから」「登録

手続や入金作業など、分かりにくく面倒だから」「利用するメリットがわからないから」

といった慣習・環境面の問題や、「個人情報の流出や不正使用などの被害に遭うおそれ

があるから」「クレジットカードやスマートフォンの盗難・紛失のおそれがあるから」

といったセキュリティ面を不安視する意見があります。 

  

キャッシュレスを利用したくない理由の割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

65.7%

40.3%

32.8%

30.6%

23.9%

17.2%

14.9%

0.7%

2.2%

0% 20% 40% 60% 80%

現金の方が使いやすいから

個人情報の流出や不正使用などの

被害に遭うおそれがあるから

登録手続きや入金作業など、

分かりにくく面倒だから

利用するメリットがわからないから

クレジットカードやスマートフォン

の盗難・紛失のおそれがあるから

窓口での操作ミスなどによりトラブル

が発生するおそれがあるから

キャッシュレス決済を利用するための

情報通信機器を保有していないから

利用したいと思う区役所サービスが

キャッシュレス未対応だから

その他

郵送調査(N=134)

26.9%

25.8%

16.1%

45.2%

17.2%

8.6%

9.7%

2.2%

5.4%

0% 20% 40% 60% 80%

現金の方が使いやすいから

個人情報の流出や不正使用などの

被害に遭うおそれがあるから

登録手続きや入金作業など、

分かりにくく面倒だから

利用するメリットがわからないから

クレジットカードやスマートフォン

の盗難・紛失のおそれがあるから

窓口での操作ミスなどによりトラブル

が発生するおそれがあるから

キャッシュレス決済を利用するための

情報通信機器を保有していないから

利用したいと思う区役所サービスが

キャッシュレス未対応だから

その他

Web調査(N=93)

70.5%

50.0%

36.4%

43.2%

43.2%

22.7%

6.8%

0.0%

6.8%

0% 20% 40% 60% 80%

現金の方が使いやすいから

個人情報の流出や不正使用などの

被害に遭うおそれがあるから

登録手続きや入金作業など、

分かりにくく面倒だから

利用するメリットがわからないから

クレジットカードやスマートフォン

の盗難・紛失のおそれがあるから

窓口での操作ミスなどによりトラブル

が発生するおそれがあるから

キャッシュレス決済を利用するための

情報通信機器を保有していないから

利用したいと思う区役所サービスが

キャッシュレス未対応だから

その他

区政サポーター(N=44)
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(11)区が注力すべき情報化 

あなたは、区が情報化を通じ、どのようなことにより力を入れるべきだと考えます

か。 

いずれの調査も共通して、「行政手続の総合窓口・電子化」「保健・医療・福祉の充

実」「災害に強いまちづくり」「税金、使用料の収納などの電子決済」「日常的な地域情

報の提供」へ注力すべきという意見が上位を占めています。 

次いで、「情報セキュリティの確保」「行政事務の効率化・経費削減」の割合が高く

なっています。 

 

区が注力すべき情報化の割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

39.0%

34.2%

31.9%

25.0%

22.6%

19.8%

18.2%

15.9%

15.9%

13.6%

8.2%

7.7%

7.4%

5.9%

4.9%

4.3%

4.1%

2.5%

2.9%

0% 20% 40% 60% 80%

行政手続の総合窓口・電子化

保健・医療・福祉の充実

災害に強いまちづくり

税金、使用料の収納などの電子決済

日常的な地域情報の提供

情報セキュリティの確保

行政事務の効率化・経費削減

学校教育におけるICT

（情報通信技術）環境の整備

情報通信機器を利用

できない人への配慮

子育て支援の充実

中小企業など地域産業の活性化

観光振興・文化情報の発信

オープンデータの公開

生涯学習環境の充実

自然環境の保全

公共施設に設置する

情報通信機器の充実

地域情報などの双方向の

コミュニケーションの促進

その他

無回答

郵送調査(N=611）

35.2%

31.4%

24.6%

30.6%

28.6%

10.6%

12.6%

9.0%

4.0%

15.6%

4.4%

9.6%

10.2%

7.8%

4.0%

3.2%

3.6%

1.2%

0.0%

0% 20% 40% 60% 80%

行政手続の総合窓口・電子化

保健・医療・福祉の充実

災害に強いまちづくり

税金、使用料の収納などの電子決済

日常的な地域情報の提供

情報セキュリティの確保

行政事務の効率化・経費削減

学校教育におけるICT

（情報通信技術）環境の整備

情報通信機器を利用

できない人への配慮

子育て支援の充実

中小企業など地域産業の活性化

観光振興・文化情報の発信

オープンデータの公開

生涯学習環境の充実

自然環境の保全

公共施設に設置する

情報通信機器の充実

地域情報などの双方向の

コミュニケーションの促進

その他

無回答

Web調査(N=500）

47.6%

45.0%

60.8%

37.6%

51.9%

45.0%

36.5%

31.2%

36.0%

29.1%

17.5%

31.7%

28.0%

36.0%

25.9%

20.6%

19.6%

2.1%

0.0%

0% 20% 40% 60% 80%

行政手続の総合窓口・電子化

保健・医療・福祉の充実

災害に強いまちづくり

税金、使用料の収納などの電子決済

日常的な地域情報の提供

情報セキュリティの確保

行政事務の効率化・経費削減

学校教育におけるICT

（情報通信技術）環境の整備

情報通信機器を利用

できない人への配慮

子育て支援の充実

中小企業など地域産業の活性化

観光振興・文化情報の発信

オープンデータの公開

生涯学習環境の充実

自然環境の保全

公共施設に設置する

情報通信機器の充実

地域情報などの双方向の

コミュニケーションの促進

その他

無回答

区政サポーター(N=189）



 

郵送調査の年代別で比較すると、10歳代～30歳代では「税金、使用料の収納などの

電子決済」「子育て支援の充実」「学校教育における ICT（情報通信技術）環境の整備」、

40 歳代・50 歳代では「情報セキュリティの確保」が、60 歳代以上は「日常的な地域

情報の提供」「情報通信機器を利用できない人への配慮」について注力すべきという意

見の割合が、他の年代よりも高くなっています。 

 

区が注力すべき情報化の割合（年代別）※上位 6項目 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56.5%

39.7%

25.5%

25.0%

22.3%

21.2%

0% 20% 40% 60%

行政手続の総合窓口・電子化

税金、使用料の収納などの電子決済

災害に強いまちづくり

子育て支援の充実

保健・医療・福祉の充実

学校教育におけるICT

（情報通信技術）環境の整備

郵送調査・10歳代～30歳代（N=184）

39.8%

38.6%

31.9%

25.9%

25.5%

21.5%

0% 20% 40% 60%

行政手続の総合窓口・電子化

災害に強いまちづくり

保健・医療・福祉の充実

情報セキュリティの確保

税金、使用料の収納などの電子決済

日常的な地域情報の提供

郵送調査・40歳代・50歳代（N=251）

50.0%

29.3%

27.6%

25.9%

19.0%

15.5%

0% 20% 40% 60%

保健・医療・福祉の充実

災害に強いまちづくり

日常的な地域情報の提供

情報通信機器を利用

できない人への配慮

行政手続の総合窓口・電子化

情報セキュリティの確保

郵送調査・60歳代以上（N=174）



資料編 

 

主な自由意見 

区の情報化に関して、ご意見やご要望があれば、自由にご記入ください。 

主要テーマを含めて、以下のとおり意見・要望がありました。 

 

◼ 行政手続の総合窓口・電子化に関する意見 

 情報セキュリティの確保や法令等で難しい点もあろうかと思うが、一つでも多く

の行政手続の電子化を進めて欲しい。 

 できるだけ窓口に出向くことなく完結するようにして欲しい。 

 

◼ 税金、使用料の収納などの電子決済に関する意見 

 電子化、電子決済化を加速して欲しい。高齢者や外国人にも使いやすい電子決済

社会になり、来やすい住みやすい台東区になる事を望む。 

 税金の支払いを電子決済できるようにして欲しい。 

 

◼ 行政事務の効率化・経費削減に関する意見 

 情報化に関しては、セキュリティを確保できるかという心配はあるが、効率化に

つながるのであれば、積極的に取り入れていって欲しい。 

 ITによる業務の効率化、情報開示が必要だと思う。 

 

◼ 情報通信機器を利用できない人への配慮に関する意見 

 近所には高齢者の世帯が多く、ネット環境が無く、パソコンをうまく使える人も

少ない。そういう方々をうまくすくって欲しい。 

 情報の機器や入手手段のツールを把握することも重要ながら、それ以前に、特に

こうした分野に疎い高齢者向け教育機会の充実こそ重要だと考える。 

 

◼ その他の意見 

 個人情報の流出などがないように、セキュリティ面では万全を期した対応をして

欲しい。 

 なかなか最先端には追いつかないが、いつでも、どこでも、誰でも便利に情報が

入手でき、かつ、利用できる環境構築を目指して欲しい。  



 

3．パブリックコメント結果 

 

実施したパブリックコメントの概要 

意見受付期間 令和 2年 12月 14日～令和 3年 1月 6日 

意見受付場所 

区公式ホームページ上での受付のほか、各区民事務所・分室・地区

センター、区政情報コーナー、生涯学習センターで中間のまとめ閲

覧・意見受付 

意見受付件数 7件 4名 

提出方法の内訳 
ホームページ 6件 3名  郵送 0件 0名 

ファクシミリ 0件 0名  持参 1件 1名 

意見内容 

・計画の基本理念について 

・戸籍謄本や住民票取得の際の手続きについて 

・転出届の Web化について 

・妊娠中、出産後のセミナーなどの申込みについて 

・税、保険料支払いへのキャッシュレス決済の導入について 

・区立図書館の書籍電子化について 

・計画実施に必要な予算等について 
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